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はじめに 

 

姫路市では、平成１９年３月に市民活動及び協働の推進について基本的な考え方を整理し、その方針を示した 

「姫路市市民活動・協働推進指針」を策定しました。この指針に基づいて、平成２０年３月に「姫路市市民活動・ 

協働推進事業計画」を策定し、その後、平成２３年度から平成２７年度を対象期間として「第二次姫路市市民活動・

協働推進事業計画」を策定して以降は、５年毎を対象に計画を策定しており、現在は、令和３年度から令和７年度

を対象期間とした「第４次姫路市市民活動・協働推進事業計画」に基づき、事業を行っているところです。 

 この事業計画には、具体的な数値目標を掲げていませんが、年度ごとに全庁的な進捗管理を行い、中間年であ 

る令和５年度に、有識者等による懇話会で事業の進捗について報告し、意見を聴くこととし、また必要に応じて 

計画の内容を修正することとしており、この度、有識者等による意見を踏まえ、中間報告書を取りまとめましたので

ここに報告します。 

この事業計画全体の進捗状況は、全２０２事業中、約９０％にあたる１８４事業で自己評価が現状維持若しくは向

上したと判定するなど良好な状態にあります。また、令和４年度の自己評価では、約８０％にあたる１６５事業でＡ

評価以上と判定されるなど、概ね順調に事業が実施できていると考えています。しかしながら、一部の事業において、

自己評価をＢ評価と判定していることから、今後、現状の問題点を分析しつつ更なる取り組みの充実を図っていく必

要があると考えています。 

また、有識者等による懇話会では、職員に対する意識啓発や、災害に備えた事業といった取り組みの中での事業改

善についてのご意見や、計画実施状況の報告や、事業の評価手法として「協働」を軸とした評価の検討、行政と他主

体との協働など、今後の課題や取組方針も示していただきました。これらのご意見は、本計画期間内（令和７年度ま

で）の取り組みに活かすほか、次期計画に反映させていくことにより、参画と協働のまちづくりをさらに進めていき

たいと考えています。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

姫路市市民活動・協働推進指針 

  基本指針１ 相互理解が進む仕組みづくりを行います 

  基本指針２ 情報の共有を進めます 

  基本指針３ 市民活動等の拠点となる場の充実に努めます 

  基本指針４ 担い手づくり（団体、人材育成）に努めます 

  基本指針５ 市民活動支援機能の充実を図ります 

  基本指針６ 民間相互の協働を推進します 

  基本指針７ 行政との協働を推進します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．施策ごとの評価 
 

 

 



 

（１）施策ごとの評価 

基本指針 
施策名 

（進捗状況掲載頁） 

R3 

評価 

 R4 

評価 

 

評価の説明 評価の説明 

１ 相互理解が

進む仕組み

づくりを行

います 

１－①市民活動への市民参加の

促進 

 

Ａ 

45事業のうち 31事業で自己評価がＡ以上で

あることから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ1、Ａ30、Ｂ10、Ｃ4、未実施 0） 

Ａ 

45事業のうち 34事業で自己評価がＡ以上で

あることから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ1、Ａ33、Ｂ10、Ｃ1、未実施 0） 

１－②行政職員の意識の向上 

 Ａ 

9事業の全事業で自己評価がＡ以上であるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ2、Ａ7、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

9事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ9、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

１－③交流機会の充実と対話の

促進 

 

Ａ 

12事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ12、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

12事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ12、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

２ 情報の共有

を進めます 

２－①体系的な情報整理と積極

的な情報の公開・収集・

提供 

 

Ａ 

13事業の全事業で自己評価がＡ以上であるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ3、Ａ10、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 
Ａ 

13事業のうち 12事業で自己評価がＡ以上で

あることから、施策全体の評価をＡとした。

（Ｓ1、Ａ11、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

３ 市民活動等

の拠点とな

る場の充実

に努めます 

３－①市民活動・ボランティア

サポートセンターの充実 

 

Ａ 

8事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ8、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

8事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ8、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

３－②地域における市民活動等

の場の充実 

 

Ａ 

4事業のうち全事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ4、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

4事業のうち 3事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ3、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

 ３－③公共施設等の利用の促進 

 Ａ 

6事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ6、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

6事業のうち 5事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ5、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

４ 担い手づく

り（団体、

人材育成）

に努めます 

４－①学習機会等（研修会、セ

ミナー等）の提供 

 
Ｂ 

13事業のうち 2事業で自己評価が B、2事業で

Cであることから、施策全体の評価を Bとし

た。 

（Ｓ3、Ａ6、Ｂ2、Ｃ2、未実施 0） 

Ａ 

13事業のうち 11事業で自己評価がＡ以上で

あることから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ1、Ａ10、Ｂ2、Ｃ0、未実施 0） 



 

基本指針 
施策名 

（進捗状況掲載頁） 

R3 

評価 

 R4 

評価 

 

評価の説明 評価の説明 

 ４－②担い手の確保と育成 

 
Ｂ 

30事業のうち 9事業で自己評価が B、4事業で

Cであることから、施策全体の評価を Bとし

た。 

（Ｓ3、Ａ14、Ｂ9、Ｃ4、未実施 0） 

Ｂ 

30事業のうち 10事業で自己評価が B、1事業

で Cであることから、施策全体の評価を Bと

した。 

（Ｓ1、Ａ18、Ｂ10、Ｃ1、未実施 0） 

５ 市民活動支

援機能の充

実を図りま

す 

５－①相談窓口の充実・協働関

係機関との連携強化 

 

Ａ 

9事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ9、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

9事業のうち 8事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ8、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

５－②様々な財政的支援の活用 

 Ａ 

8事業のうち 6事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ6、Ｂ2、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

8事業のうち 6事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ6、Ｂ2、Ｃ0、未実施 0） 

６ 民間相互の

協働を推進

します 

６－①地域における協働の推進 

 Ａ 

9事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ9、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

9事業のうち 8事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ8、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

６－②多様な主体との協働の推

進 

 

Ａ 

8事業のうち 6事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ6、Ｂ2、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

8事業のうち 6事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ6、Ｂ2、Ｃ0、未実施 0） 

７ 行政との協

働を推進し

ます 

７－①市民意識の醸成と行政職

員の意識の改革 

 

Ａ 

5事業のうち 4事業で自己評価がＡ以上であ

ることから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ1、Ａ3、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

5事業のうち 4事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ4、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

７－②協働を推進するための仕

組みづくり 

 

Ａ 

23事業のうち 22事業で自己評価がＡ以上で

あることから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ1、Ａ21、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

23事業のうち 20事業で自己評価がＡ以上で

あることから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ1、Ａ19、Ｂ3、Ｃ0、未実施 0） 
 

◎自己評価の指標・判定基準 

                           

 

 

評価 指標 判定基準 

Ｓ 予定を上回る Ａ判定以上が１００％、かつ、Ｓ判定が６６％以上 

Ａ 概ね予定どおり Ｂ判定以上が９０％以上、かつ、Ａ判定以上が６６％以上 

Ｂ やや予定を下回る Ｂ判定以上が６６％以上 

Ｃ 予定を下回る 上記以外 



 

 

 

 

 

 

２．集計表 
 

 

【自己評価の指標について】 

各事業をＳ～Ｃの４段階で総合的に評価 

Ｓ：予定を上回る（達成度の目安は、１２０％超） 

 Ａ：概ね予定どおり（達成度の目安は、９０％超） 

Ｂ：やや予定を下回る（達成度の目安は、７０％超） 

Ｃ：予定を下回る（達成度の目安は、７０％以下） 

 



 

（１）令和３年度の取り組みに対する基本指針別自己評価 

基本指針 
自己評価（達成度） 

未実施事業 事業総数 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

１ 相互理解が進む仕組みづくりを行います 3 49 10 4 0 66 

２ 情報の共有を進めます 3 10 0 0 0 13 

３ 市民活動等の拠点となる場の充実に努めます 0 18 0 0 0 18 

４ 担い手づくり（団体、人材育成）に努めます 6 20 11 6 0 43 

５ 市民活動支援機能の充実を図ります 0 15 2 0 0 17 

６ 民間相互の協働を推進します 0 15 2 0 0 17 

７ 行政との協働を推進します 2 24 2 0 0 28 

計 14 151 27 10 0 202 

割合 6.9％ 75.7％ 12.4％ 5.0％ 0.0％ 100.0％ 

 

（２）令和４年度の取り組みに対する基本指針別自己評価 

基本指針 
自己評価（達成度） 

未実施事業 事業総数 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

１ 相互理解が進む仕組みづくりを行います 1 54 10 1 0 66 

２ 情報の共有を進めます 1 11 1 0 0 13 

３ 市民活動等の拠点となる場の充実に努めます 0 16 2 0 0 18 

４ 担い手づくり（団体、人材育成）に努めます 2 28 12 1 0 43 

５ 市民活動支援機能の充実を図ります 0 14 3 0 0 17 

６ 民間相互の協働を推進します 0 14 3 0 0 17 

７ 行政との協働を推進します 1 23 4 0 0 28 

計 5 160 35 2 0 202 

割合 2.5％ 79.2％ 17.3％ 1.0％ 0.0％ 100.0％ 



 

 

（３）令和３年度の取り組みに対する活動（連携）団体別自己評価 

 

活動（連携）団体 
自己評価（達成度） 

未実施事業 事業総数 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

地域活動団体 4 28 3 0 0 35 

ＮＰＯ・ボランティア活動団体 5 106 18 10 0 139 

産・学等連携、その他 5 31 8 0 0 44 

計 14 165 29 10 0 218 

 

 

（４）令和４年度の取り組みに対する活動（連携）団体別自己評価 

 

活動（連携）団体 
自己評価（達成度） 

未実施事業 事業総数 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

地域活動団体 0 29 6 0 0 35 

ＮＰＯ・ボランティア活動団体 3 114 20 2 0 139 

産・学等連携、その他 2 31 11 0 0 44 

計 5 174 37 2 0 218 

 

 
※複数項目の該当がある事業の場合は、複数計上されているため、基本指針別自己評価の事業総数とは一致しない。 

 



 

 

（５）令和３年度の取り組みに対する活動分野別自己評価 

 

活動分野 
自己評価（達成度） 

未実施事業 事業総数 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

環境美化・環境学習 0 10 1 0 0 11 

文化・学習活動 1 25 6 2 0 34 

地域行事 0 23 0 0 0 23 

スポーツ、レクリエーション 0 0 1 0 0 1 

防犯・防災・交通安全 0 10 0 0 0 10 

青少年育成活動 2 24 6 0 0 32 

高齢者や障害者への福祉活動 4 30 0 6 0 40 

まちづくり活動 5 84 3 0 0 92 

子育て支援 0 0 0 0 0 0 

人権教育・啓発活動 0 0 0 0 0 0 

男女共同参画 0 6 0 0 0 6 

景観保全、文化財保護活動 2 2 0 0 0 4 

国際交流 0 7 0 0 0 7 

観光 0 24 2 2 0 28 

その他 5 16 8 0 0 29 

計 19 261 27 10 0 317 

 
※複数項目の該当がある事業（該当度合いが高い順に最大３項目まで）の場合は、複数計上されているため、基本指針別自己評価の事業総

数とは一致しない。 

 

 

 

 



 

 

 

（６）令和４年度の取り組みに対する活動分野別自己評価 

 

活動分野 
自己評価（達成度） 

未実施事業 事業総数 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

環境美化・環境学習 0 11 0 0 0 11 

文化・学習活動 1 28 5 0 0 34 

地域行事 0 23 0 0 0 23 

スポーツ、レクリエーション 0 1 0 0 0 1 

防犯・防災・交通安全 0 9 1 0 0 10 

青少年育成活動 0 26 6 0 0 32 

高齢者や障害者への福祉活動 0 34 4 2 0 40 

まちづくり活動 1 85 6 0 0 92 

子育て支援 0 0 0 0 0 0 

人権教育・啓発活動 0 0 0 0 0 0 

男女共同参画 0 5 1 0 0 6 

景観保全、文化財保護活動 2 2 0 0 0 4 

国際交流 0 7 0 0 0 7 

観光 0 24 4 0 0 28 

その他 2 17 10 0 0 29 

計 6 272 37 2 0 317 

 

 
※複数項目の該当がある事業（該当度合いが高い順に最大３項目まで）の場合は、複数計上されているため、基本指針別自己評価の事業総

数とは一致しない。 

 

 



 

 

（７）自己評価の推移（令和３年度→令和４年度） 

 
令和４年度 

計 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 未実施事業 

令
和
３
年
度 

Ｓ 3 11 0 0 0 14 

Ａ 2 142 7 0 0 151 

Ｂ 0 6 21 0 0 27 

Ｃ 0 1 7 2 0 10 

未実施事業 0 0 0 0 0 0 

計 5 160 35 2 0 202 

 
推移区分 事業数 計 割合 

変化なし 

Ｓ→Ｓ 3 

168 83.2％ 
Ａ→Ａ 142 

Ｂ→Ｂ 21 

Ｃ→Ｃ 2 

向上 

Ａ→Ｓ 2 

16 7.9％ 

Ｂ→Ｓ 0 

Ｂ→Ａ 6 

Ｃ→Ｓ 0 

Ｃ→Ａ 1 

Ｃ→Ｂ 7 

悪化 

Ｓ→Ａ 11 

18 8.9％ 

Ｓ→Ｂ 0 

Ｓ→Ｃ 0 

Ａ→Ｂ 7 

Ａ→Ｃ 0 

Ｂ→Ｃ 0 

計 202 202 100.0％ 



 

 

 

 

 

 

３．進捗状況と今後の取り組み 
 

 

【自己評価の指標について】 

各事業をＳ～Ｃの４段階で総合的に評価 

Ｓ：予定を上回る  Ａ：概ね予定どおり  Ｂ：やや予定を下回る  Ｃ：予定を下回る 

 



 

進捗状況と今後の取り組み 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

１ 

相互理解が進む仕

組みづくりを行い

ます 

 

1－① 

市民活動への市民参加の

促進 

 

1．情報提供 

2．相談 

3．啓発 

 

Ａ Ａ 

・新型コロナウイルス感染

症の影響により、登録ボラ

ンティアが目標に達しな

かった事業があった。ま

た、事業の中止や規模の縮

小、ボランティアの受入れ

制限をせざるを得ない事

業も多数あったが、安全を

確保できる規模や形態で

実施した事業もみられ、可

能な範囲で計画通り事業

を進められた。 

・幅広い世代へ伝わるよう

各種広報媒体の特性を生

かした情報発信を行って

おり、新たなソーシャルメ

ディアの活用として、イン

スタグラム、公式 LINE ア

カウント等での情報発信

を開始している。 

 

 

 

 

・引き続き計画に沿った事

業を実施していく。 

・ボランティア登録制度を

充実していくとともに、新

たなソーシャルメディア

の活用など様々な広報媒

体を利用し、幅広い世代に

情報提供を行っていく。 

・ＩＣＴを活用した相談体

制の導入について検討を

行う。 

・新事業の実施や既存メニ

ューの充実などにより、市

民の市民活動への参加の

啓発を行う。 

 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

１ 

相互理解が進む仕

組みづくりを行い

ます 

（つづき） 

 

  

・あんしんサポーター制度

については、ボランティア

養成方法の変更、メーリン

グリストの活用やスマー

トフォンでのスタンプの

管理などを行うなどの取

組により、参加者、登録者

共に増加している。 

・各課において、ボランテ

ィア体験や講座など市民

活動等を体験できる機会

の充実に努めるとともに、

各種団体の市民活動内容

をＰＲすることにより、市

民の活動参加への啓発を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

１ 

相互理解が進む仕

組みづくりを行い

ます 

（つづき） 

 

1－② 

行政職員の意識の向上 

 

1．職員研修の充実 

 2．ボランティアや地域

活動への職員参加の

促進 

3. 市民活動団体の情報

収集・提供、相談 

 4．市民活動及び協働の

推進に関する施策の

総括 

 
Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・新採用職員研修のメニュ

ーの中に、市民活動・協働

に関するメニューを組み

込むとともに、協働と参画

に関する職員研修を実施

し、協働等への理解と意識

の向上につなげている。 

・市民活動に関する情報を

収集し、庁内ＬＡＮ等で情

報発信することで、職員の

市民活動への参加を促進

している。 

・市民活動及び協働推進に

関する職員アンケートを

実施し、協働に対する職員

の意識の変化など情報収

集を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き計画に沿った事

業を実施していく。 

・毎年度の本計画の進捗調

査や職員研修、隔年での職

員アンケート等を行って

いく過程で、庁内全体で職

員の協働意識が向上する

よう働きかけを行う。 

・今後も庁内ＬＡＮ等を活

用して情報提供を行うこ

とで市民活動、地域活動に

対する意識向上を図ると

ともに職員の積極的な活

動を促進していく。 

 

・職員アンケートの中で、職員

の意識に変化がないのは問題で

はないか 

・研修の実績だけでなく、展開

していく仕組みが必要ではない

か。 

・市職員の地域活動への参加に

ついては、「１人年１回など数値

を具体化する」「職員をその地域

の一つの団体とする」との提案

があった。 

・「ボランティアは自発的にする

もので、上から押し付けるもの

ではない」「子ども会活動など自

然にやっている場合もあるので

アンケートの聞き方を変更して

はどうか」「庁内でボランティア

は「研修」と位置付けることが

必要」 

との意見があった。 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

１ 

相互理解が進む仕

組みづくりを行い

ます 

（つづき） 

 

1－③ 

交流機会の充実と対話の

促進 

 

 1．連携交流会の開催 

 2．市民活動に関する行

事の開催協力 

 3．市民活動・ボランテ

ィアサポートセンタ

ーの相談機能の充実 

 4．市民活動団体等への

アンケートの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・センター登録団体、登録

個人ボランティア等への

アンケートを実施し、ボラ

ンティア団体、NPO 法人

等の現状や意識の変化、ニ

ーズの把握等を行った。現

在行っている事業の効果

についても検証し、今後の

事業方針等に活かしてい

る。 

・ひめじおんまつりなど、

各課による市民活動団体

等の発表・交流の機会を提

供し、市民への啓発と団体

間の連携・交流を促進し

た。 

・引き続き、計画に基づき

事業を実施する。 

・連携交流に向けた新事業

の実施や既存メニューの充

実等により、団体間等の連

携交流を促進していく。 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

2 

情報の共有を進め

ます 

2－① 

体系的な情報整理と積極

的な情報の公開・収集・

提供 

 

 1．市民活動ネットひめ

じの運用、利用促進 

 2．市民活動や協働に関

する情報の収集、提

供 

 3．会議等の公開・公募

委員、市民意見の募

集制度等の利用ＰＲ 

4．ソーシャルメディア

の積極的な活用 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・市民活動ネットひめじで

の情報提供だけでなく

LINE やインスタグラムな

どの新たなソーシャルメ

ディアを活用し、幅広い世

代に情報が届くように、各

種広報媒体での情報提供

を行っている。 

・市民意見の募集制度につ

いては、従来から行ってい

る市政モニターに加え、高

校生モニターを募集し、若

年層の意見を集約すると

ともに、市政への参画を促

進した。 

・審議会等への公募委員の

導入については、導入率が

目標値を下回っている。 

・引き続き計画に沿って事

業を実施していく。 

・姫路市公式 LINE などの

新たなデジタルツールも

活用し、幅広い世代に届く

よう、各種広報媒体での情

報提供を行っていく。 

・引き続き、市民参画の意

義と公募委員制度の趣旨

について周知していく。 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

３ 

市民活動等の拠点

となる場の充実に

努めます 

3－① 

市民活動・ボランティア

サポートセンターの充実 

 

 1．センター事業の充実

とコーディネート機

能の強化 

 2．センターの利用Ｐ       

Ｒ 

 3．市民活動・ボランテ

ィアサポートセンタ

ー運営会議の活用 

 4．ひめじおんまつり等

の連携交流会の開催 

 5．既存の支援機関との

連携、協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・ボランティアハンドブッ

クについて、ボランティア

初心者に親しみやすいも

のになるよう、内容を更新

した。 

・コロナ禍のため、他課が

開催するイベントでの PR

については、イベント中止

により出展できないもの

もあったが、ひめじおんま

つりについては、令和３年

度はパネル展を、令和４年

度は対策を行ったうえで

開催し、登録団体等の活動

の PR や連携、交流を促進

した。 

・災害等に備え、各種会議

に出席し、県や市内及び県

内の中間支援団体と連携

を図った。 

 

 

 

 

・引き続き計画に沿って事

業を実施する。 

・情報セキュリティ対策を

考慮しながら、ICT を活用

した相談の体制を検討す

る。 

・ひめじおんまつりにかわ

る新たな連携交流事業「ひ

めじ de ボランティア」を

より有意義なものとなる

よう検討し、実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ボランティア団体という、地

域から 1歩外に出たところのコ

ミュニティの繋がりも、何かあ

ったときに、助けになる。 

・「ひめじおんまつり」から「ひ

めじ deボランティア」へとイベ

ントの形が変わったとしても、

ボランティア団体同士の交流は

しっかりと担ってほしい。 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

３ 

市民活動等の拠点

となる場の充実に

努めます 

（つづき） 

3－② 

地域における市民活動等

の場の充実 

 

 1．公民館や小学校等の

公共施設等を活用し

た地区拠点の充実 

 2．地域ブロックで組織

された地域づくり推

進協議会の活用 

 3. 持続可能な地域活動

に向けた取り組み支

援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・小学校区単位での地域活

動の場の充実に向けた既

存公共施設である公民館

を令和４年度から市民局

へ移管し、地域活動の拠点

施設として、更なる活用に

向けて検討を行っている。 

・令和３年度までの３年間

３地区で地域課題の解決

に向けて実施されていた

充実支援事業については、

令和４年度にその総括を

各地区連合自治会に報告

した。同様の取り組みを希

望する地域には、アドバイ

ザー派遣事業により、取り

組みを支援している。 

 

・引き続き計画に沿った事

業を実施する。 

・公民館については、地域

の拠点施設としてのさら

なる活用を検討する。 

・持続可能な地域活動への

支援のため、アドバイザー

派遣事業の活用を PR して

いく。 

 

 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

３ 

市民活動等の拠点

となる場の充実に

努めます 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3－③ 

公共施設等の利用の促進 

 

1．市民活動団体の登録

制度の運用、支援内

容の充実 

 2．利用可能施設の情報

収集、紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・登録団体が市の施設を利

用する場合、利用料の減免

等をおこなうことにより、

その活動の支援を行ってい

る。 

・男女共同参画推進センタ

ーについては、センター施

設について利用料減免等の

制度の利用を促進している

が、登録団体数が減少して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き計画に沿った事

業を実施する。 

・登録団体に施設利用料減

免等の制度の情報収集・提

供を行い、制度の利用促進

を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

４ 

担い手づくり（団

体、人材育成）に努

めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4－① 

学習機会等（研修会、セ

ミナー等）の提供 

 

 1．研修会・セミナー等

の充実、情報収集・

提供 

 2．市政出前講座の実   

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ Ａ 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・講座については、コロナ

禍で中止にしたものもあ

るが、各事業の所管課が、

ボランティアの育成に向

けて効果的な講座になる

よう、改善を行いながら講

座を実施している。 

・新たに自治会長に就任し

た人に、スムーズに自治会

長の職を行ってもらえる

よう、助成金など市の制度

を説明する新任自治会長

説明会を開催している。 

・市政出前講座は、多くの

市民の方々に利用してい

ただいているが、コロナ禍

でもあり、受講者数が目標

には達していない。 

 

 

 

 

 

 

・引き続き計画に沿った事

業を実施する。 

・ボランティア養成講座に

ついては、効果的な講座と

なるよう、引き続き検討を

行いながら実施していく。 

・市政出前講座については、

電子申請の導入など、より

利用しやすい制度になる

よう検討していく。 

・引き続き、ボランティア

登録制度やイベント実施

の際のボランティア募集

について PR に努める。 

・アドバイザー派遣事業等

について、制度の周知のた

めの施策を検討する。 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

４ 

担い手づくり（団

体、人材育成）に努

めます 

（つづき） 

4－② 

担い手の確保と育成 

 

 1．登録制度の充実と活

用 

 2．育成施策の検討・実

施 

 3．コーディネーター養

成講座の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ Ｂ 

・コロナ禍の影響によるイ

ベント中止などもあり、登

録ボランティア数等で目

標を下回っているものが

多くあった。 

・アドバイザー派遣事業に

ついても、依頼件数が目標

値に達していない。 

・地域活動団体の負担軽減

等に向けて、地域活動の中

での ICT の活用等を紹介

する講座を団体の役員向

けに実施した。 

 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

５ 

市民活動支援機能

の充実を図ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5－① 

相談窓口の充実・協働関

係機関との連携強化 

 

 1．市民活動及び協働の

相談窓口の充実 

 2．国・県等主催事業へ

の参加、情報収集・

提供 

3．社会福祉協議会等既

存団体と連携・協力

した支援等の提供 

4．各団体のニーズに応

える中間支援団体と

の連携・支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・県内中間支援団体ネット

ワーク会議等に出席し、情

報収集を行い、協働関係機

関との連携を強化し、平時

のみならず、災害時の連携

強化につながるよう努め

ている。 

・災害ボランティアに関す

る取り組み、福祉ボランテ

ィア等の育成・支援に関す

る取り組みで社会福祉協

議会と連携を深めている。 

 

・引き続き計画に沿った事

業を実施する。 

・提案型協働事業など、市

民企画応援事業などを行

いながら市民活動の情報

収集を行う。 

・災害時に備え、県等市民

活動支援機関とのさらな

る連携、ネットワーク強化

を図る。 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

５ 

市民活動支援機能

の充実を図ります 

（つづき） 

5－② 

様々な財政的支援の活用 

 

 1．基金等による市民活

動団体への支援の検

討・実施 

 2．提案型協働事業制度

の充実 

3．公的団体・民間団体

の財政的支援情報の

収集・提供、相談対

応 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・基金等の創設については、

難しい状況にある。 

・提案型協働事業について

は、令和３年度より活動年

数が短い新規団体が参加

しやすい制度の導入を行

った。 

・民間団体等の財政支援情

報については、情報収集を

行い、ひめじＮＰＯ・ボラ

ンティア通信の別冊「助成

金情報」において、情報の

提供を行っている。 

 

・引き続き計画に沿った事

業を実施する。 

・提案型協働事業について

は、幅広い市民活動団体に

利用してもらえるよう、ま

た、効果的に事業が行える

よう、引き続き事業の検討

と PR に努める。 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

６ 

民間相互の協働 

推進します 

6－① 

地域における協働の推進 

 

 1．地域コミュニティ情

報の発信支援 

 2．地域の多様な主体が

連携・協力して課題

解決に取り組む場づ

くり支援 

 3．地域コミュニティを

主体とした地域づく

りの推進 

 4. 災害時の地域対応力

の向上に向けた取り

組み 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・地域活動団体の活動を広

報ひめじに掲載するとと

もに、地域活動啓発パンフ

レットを市外からの転入

者に配布するなど、地域活

動団体の情報を広く市民

に発信している。 

・地域が地域課題の解決な

どに向けてワークショッ

プなどを行う場合は、地域

活動アドバイザー派遣事

業により、継続して地域に

アドバイザーを派遣し、そ

の取り組みを支援してい

る。 

・各地域で組織された自主

防災会の防災担当者等を

対象に訓練を行うととも

に、災害時要援護者台帳登

録を進め、地域での避難行

動要支援者の把握に努め

ているが、避難行動要支援

者については把握が進ん

でいない状況である。 

・引き続き計画に沿った事

業を実施する。 

・地域づくりハンドブック

の見直しについて、現状に

あわせて検討していく。 

・引き続き、災害時要援護

者台帳登録を進めるとと

もに、避難行動要支援者の

把握に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害時要援護者については、

登録が進んでいないとの報告

だが、地域としての実態は高い

比率で把握はできている。 

・災害時に避難所等地域で動く

職員は平時から地域と動く制

度を作ってほしい。 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

６ 

民間相互の協働を

推進します 

（つづき） 

6－② 

多様な主体との協働の推

進 

 

1．企業・学校の支援情

報や活動情報の収

集・提供 

 2．連携交流会の開催 

 3．市民活動情報（人材

募集情報）の集約、

提供 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・協働事例の収集について

は、情報提供や事業検討に

至るまで達していない状

況である。 

・企業の助成金や社会貢献

活動に関する情報を収集

し、通信等による情報提供

を行っている。 

・施設等のボランティア募

集の情報を収集し、月 1 回

発行しているひめじＮＰ

Ｏ・ボランティア通信やホ

ームページ、SNS 等で情報

発信している。 

・引き続き計画に沿った事

業を実施する。 

・協働事例の収集について、

引き続き情報の収集に努

める。 

 

 

 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

７ 

行政との協働を推

進します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7－① 

市民意識の醸成と行政職

員の意識の改革 

 

 1．職員研修の充実 

 2．協働に関する相談体

制の充実 

3．協働事例集の作成・

活用 

 4．市政出前講座の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・提案型協働事業について、

市の各課や NPO、ボラン

ティア団体に参考にして

もらえるよう、６年毎に実

績を掲載した事例集を作

成するとともに、各年度の

提案事業内容などをホー

ムページ上に掲載し、情報

提供している。 

・提案型協働事業について、

プレゼンテーション審査

を公開にし、日程などを

PR することで、市民や職

員への協働への意識の向

上と啓発を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き計画に沿った事

業を実施する。 

・各団体や職員からの相談

に対応できるよう、協働事

業等について他都市の情

報等の収集に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

７ 

行政との協働を推

進します 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7－② 

協働を推進するための仕

組みづくり 

 

 1．協働マニュアル「協

働のルールづくり」

の活用、見直しの検

討 

 2．提案型協働事業の充

実と効果的な活用 

 3．市民活動団体や企業、

学校とのパートナー

シップ協定等の実施 

 4．市民の政策決定過程

への参画手法の充実 

 5．協働機会創出のため

の行政情報の分かり

やすい提供 

6．持続可能な地域活動

に向けた取り組み支

援 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗してい

る。 

・提案型協働事業について

は、テーマ設定を行い、よ

り行政が力を入れている

事業を募集時に案内して

いる。また、活動年数の短

い新規団体の利用を促進

するための事業見直しを

行った。 

・食品ロス削減の取り組み

について、ボランティアス

タッフの募集やフードド

ライブ活動など NPO 法人

と連携し、取り組みを行っ

ている。 

・地域防災の貢献に意欲の

ある事業所を登録しても

らうことで、災害が発生し

た際の地域防災力の向上

を図っている。 

 

・引き続き計画に沿った事

業を実施する。 

・タウンミーティングにつ

いては、その時々の状況に

応じて、開催方法やテーマ

を検討し、実施していく。 

・市民活動団体との協働契

約や、企業とのまちづくり

パートナーシップ協定に

ついて、引き続き、手法等

について他市事例等を参

考に調査研究に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 委員意見 

７ 

行政との協働を推

進します 

（つづき） 

 

 

  

・ひめじ創生戦略を推進す

るにあたり、学生をはじめ

多数の若者が交流し、気軽

に語り合う、ワールド・カ

フェ方式を活用し、タウン

ミーティング「ひめじ創生

カフェ」を開催し、市民参

画を促進した。 

 

  



 

 

 

 

 

 

４．参考指標 

 



 

 

 

 

 内 容 
対象 

指針 
指 標 令和 2年度 令和 4年度 

市民意識

調査 

3,4 地域団体の活動への参加割合 43.5％ － 

3,4 ボランティア活動や NPO活動への参加割合 23.3％ － 

2 
市民参加のための取り組

み認知度 

情報公開制度 26.7％ － 

1,6,7 市政出前講座 19.9％ － 

2 パブリックコメント 11.4％ － 

職員意識

調査 

1,5,7 市民活動との協働状況が進んでいると思う割合 31.6% 31.6% 

1,5,7 協働を進めることが必要だと思う割合 82.6% 78.0% 

1,7 自治会以外の地域活動団体の活動への参加割合 48.7% 42.9% 

1,7 ボランティア活動への参加割合 21.2% 23.5% 
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姫路市の市民活動・協働推進施策の状況 
 
１ 主な取り組み経緯 
 

平成１５年 １月  姫路市ＮＰＯ法人活動支援室を設置（市民会館内） 
７月  市民参画室の設置 

平成１６年 ４月  市民参画部市民活動推進課の設置 
１２月  市民活動に関する市民意識調査（１７年３月まで） 

平成１７年 ５月  ＮＰＯ等研究会の実施（１８年３月まで） 
平成１８年 ７月  姫路市市民活動推進懇話会の設置 

           提案型協働事業制度の創設 
平成１９年 ３月  姫路市市民活動・協働推進指針の策定 

 平成２０年 ３月  第１次姫路市市民活動・協働推進事業計画の策定 
 平成２０年 ８月  市民活動・ボランティアセンター設置準備会議の設置 

（２１年３月まで） 
 平成２１年 ５月  市民活動・ボランティアサポートセンターの設置 
 平成２３年 ３月  第２次姫路市市民活動・協働推進事業計画の策定 
 平成２５年１２月  姫路市まちづくりと自治の条例の施行 
 平成２８年 ３月  第３次姫路市市民活動・協働推進事業計画の策定  
 令和 ３年 ３月  第４次姫路市市民活動・協働推進事業計画の策定 
 
 

２ 姫路市の市民活動・協働推進施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民活動及び協働の推進に係る基本方針を策定。 

 ≪７つの基本指針≫ 

基本指針１ 相互理解が進む仕組みづくりを行います 

基本指針２ 情報の共有を進めます 

基本指針３ 市民活動等の拠点となる場の整備に努めます 

基本指針４ 担い手づくり(団体、人材育成)に努めます 

基本指針５ 市民活動支援機能の充実を図ります 

基本指針６ 民間相互の協働を推進します 

基本指針７ 行政との協働を推進します 

 

姫路市市民活動・協働推進指針(平成 19 年 3月策定) 

行政支援の基本的考え方 

(1) 公共、公益活動を支援 

(2) 自主性・自発性の尊重 

(3) 協働事業の効果的活用 

(4) 県・市の役割分担 
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≪主な内容≫ 

◇ 提案型協働事業の実施 

◇ 市民活動・ボランティアサポートセンターの設置 

◇ 市民活動情報支援システムの導入 

◇ 講座・研修会の実施 

⇒ 幅広い市民に対して、市民活動の推進施策を中心に実施。 

第１ステージ 第 1 次市民活動・協働推進事業計画 平成 20～22年度 

（3 年間） 

 

 

 

 

≪主な内容≫ 

◇ 提案型協働事業の拡充 

◇ 市民活動・ボランティアサポートセンターの相談機能の充実 

◇ 市民活動ネットひめじの運用、利用促進 

◇ 研修会・セミナー等の実施、情報収集・提供 

◇ ひめじおんまつりの開催 

◇ 協働事例集の作成 

◇ 協働マニュアルの作成、運用  

◇ 協働事業の評価・公表のガイドラインの作成・運用  

 

⇒ 市民活動の推進はもとより、行政や市民活動を取り巻く様々な団体や人が、それぞれの役

割や責任を担って「協働」を進め、成果を共有することができるよう、特に協働の推進に

係る施策を重点的に掲載しています。 

第２ステージ 第２次市民活動・協働推進事業計画 平成 23～27年度 

（5 年間） 

 

 

 

 

≪主な内容≫ 

◇ 新たなソーシャルメディアの活用の検討 

◇ ボランティアや地域活動への職員参加の促進 

◇ 市民活動・ボランティアサポートセンターでの相談体制の充実 

◇ ひめじおんまつり等の連携交流会の開催、内容拡充 

◇ 地域活動の担い手育成プログラムの検討・実施 

◇ 市民活動ネットひめじの運用、利用促進 

◇ 公民館や小学校等の公共施設等を活用した地区拠点の充実 

◇ 地域ブロックで組織された地域づくり推進協議会の活用 

◇ 提案型協働事業の充実 

◇ 地域の多様な主体が連携・協力して課題解決に取り組む場づくり支援 

◇ 企業・学校の支援情報や活動情報の収集・提供 

 

⇒ 第二次計画に引き続き、協働の推進等の施策を中心にした取り組みの熟成、条例の施行を

受けた住民等がまちづくりの主役になって活動する都市の実現に向けた取り組みを重点的

に掲載しています。 

第３ステージ 第３次市民活動・協働推進事業計画 平成 28～32年度 
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≪主な内容≫ 

◇ 若年層向け啓発・体験事業の充実 

◇ 職員研修の充実 

◇ 連携交流会の開催 

◇ 市民活動や協働に関する情報の収集、提供 

◇ センター事業の充実とコーディネート機能の強化 

◇ 持続可能な地域活動に向けた取り組み支援 

◇ 研修会・セミナー等の充実、情報収集・提供 

◇ 社会福祉協議会等既存団体と連携・協力した支援等の提供 

◇ 提案型協働事業制度の充実 

◇ 災害時の地域対応力の向上に向けた取り組み 

◇ 市民活動団体や企業、学校とのパートナーシップ協定等の実施 

 

⇒ 市民活動及び協働の現状や、第三次実施計画までの進捗状況等を踏まえ、市民活動及び 

  協働の推進につなげるための重点的な取り組みとして、主に情報収集・提供にかかる 

  項目を設定しています。 

第４ステージ 第４次市民活動・協働推進事業計画 令和 3～7年度 
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姫路市市民活動・協働推進事業計画 

進捗状況について 

資料２ 
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１．施策ごとの評価 
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（１）施策ごとの評価 

基本指針 
施策名 

（進捗状況掲載頁） 

R3 

評価 

 R4 

評価 

 

評価の説明 評価の説明 

１ 相互理解が

進む仕組み

づくりを行

います 

１－①市民活動への市民参加の

促進 

 

Ａ 

45事業のうち 31事業で自己評価がＡ以上で

あることから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ1、Ａ30、Ｂ10、Ｃ4、未実施 0） 

Ａ 

45事業のうち 34事業で自己評価がＡ以上で

あることから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ1、Ａ33、Ｂ10、Ｃ1、未実施 0） 

１－②行政職員の意識の向上 

 Ａ 

9事業の全事業で自己評価がＡ以上であるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ2、Ａ7、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

9事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ9、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

１－③交流機会の充実と対話の

促進 

 

Ａ 

12事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ12、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

12事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ12、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

２ 情報の共有

を進めます 

２－①体系的な情報整理と積極

的な情報の公開・収集・

提供 

 

Ａ 

13事業の全事業で自己評価がＡ以上であるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ3、Ａ10、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 
Ａ 

13事業のうち 12事業で自己評価がＡ以上で

あることから、施策全体の評価をＡとした。

（Ｓ1、Ａ11、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

３ 市民活動等

の拠点とな

る場の充実

に努めます 

３－①市民活動・ボランティア

サポートセンターの充実 

 

Ａ 

8事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ8、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

8事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ8、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

３－②地域における市民活動等

の場の充実 

 

Ａ 

4事業のうち全事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ4、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

4事業のうち 3事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ3、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

 ３－③公共施設等の利用の促進 

 Ａ 

6事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ6、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

6事業のうち 5事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ5、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

４ 担い手づく

り（団体、

人材育成）

に努めます 

４－①学習機会等（研修会、セ

ミナー等）の提供 

 
Ｂ 

13事業のうち 2事業で自己評価が B、2事業で

Cであることから、施策全体の評価を Bとし

た。 

（Ｓ3、Ａ6、Ｂ2、Ｃ2、未実施 0） 

Ａ 

13事業のうち 11事業で自己評価がＡ以上で

あることから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ1、Ａ10、Ｂ2、Ｃ0、未実施 0） 
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基本指針 
施策名 

（進捗状況掲載頁） 

R3 

評価 

 R4 

評価 

 

評価の説明 評価の説明 

 ４－②担い手の確保と育成 

 
Ｂ 

30事業のうち 9事業で自己評価が B、4事業で

Cであることから、施策全体の評価を Bとし

た。 

（Ｓ3、Ａ14、Ｂ9、Ｃ4、未実施 0） 

Ｂ 

30事業のうち 10事業で自己評価が B、1事業

で Cであることから、施策全体の評価を Bと

した。 

（Ｓ1、Ａ18、Ｂ10、Ｃ1、未実施 0） 

５ 市民活動支

援機能の充

実を図りま

す 

５－①相談窓口の充実・協働関

係機関との連携強化 

 

Ａ 

9事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ9、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

9事業のうち 8事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ8、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

５－②様々な財政的支援の活用 

 Ａ 

8事業のうち 6事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ6、Ｂ2、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

8事業のうち 6事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ6、Ｂ2、Ｃ0、未実施 0） 

６ 民間相互の

協働を推進

します 

６－①地域における協働の推進 

 Ａ 

9事業の全事業で自己評価がＡであることか

ら、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ9、Ｂ0、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

9事業のうち 8事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ8、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

６－②多様な主体との協働の推

進 

 

Ａ 

8事業のうち 6事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ6、Ｂ2、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

8事業のうち 6事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ6、Ｂ2、Ｃ0、未実施 0） 

７ 行政との協

働を推進し

ます 

７－①市民意識の醸成と行政職

員の意識の改革 

 

Ａ 

5事業のうち 4事業で自己評価がＡ以上であ

ることから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ1、Ａ3、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

5事業のうち 4事業で自己評価がＡであるこ

とから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ0、Ａ4、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

７－②協働を推進するための仕

組みづくり 

 

Ａ 

23事業のうち 22事業で自己評価がＡ以上で

あることから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ1、Ａ21、Ｂ1、Ｃ0、未実施 0） 

Ａ 

23事業のうち 20事業で自己評価がＡ以上で

あることから、施策全体の評価をＡとした。 

（Ｓ1、Ａ19、Ｂ3、Ｃ0、未実施 0） 
 

◎自己評価の指標・判定基準 

                           

 

 

評価 指標 判定基準 

Ｓ 予定を上回る Ａ判定以上が１００％、かつ、Ｓ判定が６６％以上 

Ａ 概ね予定どおり Ｂ判定以上が９０％以上、かつ、Ａ判定以上が６６％以上 

Ｂ やや予定を下回る Ｂ判定以上が６６％以上 

Ｃ 予定を下回る 上記以外 
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２．集計表 
 

 

【自己評価の指標について】 

各事業をＳ～Ｃの４段階で総合的に評価 

Ｓ：予定を上回る（達成度の目安は、１２０％超） 

 Ａ：概ね予定どおり（達成度の目安は、９０％超） 

Ｂ：やや予定を下回る（達成度の目安は、７０％超） 

Ｃ：予定を下回る（達成度の目安は、７０％以下） 
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（１）令和３年度の取り組みに対する基本指針別自己評価 

基本指針 
自己評価（達成度） 

未実施事業 事業総数 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

１ 相互理解が進む仕組みづくりを行います 3 49 10 4 0 66 

２ 情報の共有を進めます 3 10 0 0 0 13 

３ 市民活動等の拠点となる場の充実に努めます 0 18 0 0 0 18 

４ 担い手づくり（団体、人材育成）に努めます 6 20 11 6 0 43 

５ 市民活動支援機能の充実を図ります 0 15 2 0 0 17 

６ 民間相互の協働を推進します 0 15 2 0 0 17 

７ 行政との協働を推進します 2 24 2 0 0 28 

計 14 151 27 10 0 202 

割合 6.9％ 75.7％ 12.4％ 5.0％ 0.0％ 100.0％ 

 

（２）令和４年度の取り組みに対する基本指針別自己評価 

基本指針 
自己評価（達成度） 

未実施事業 事業総数 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

１ 相互理解が進む仕組みづくりを行います 1 54 10 1 0 66 

２ 情報の共有を進めます 1 11 1 0 0 13 

３ 市民活動等の拠点となる場の充実に努めます 0 16 2 0 0 18 

４ 担い手づくり（団体、人材育成）に努めます 2 28 12 1 0 43 

５ 市民活動支援機能の充実を図ります 0 14 3 0 0 17 

６ 民間相互の協働を推進します 0 14 3 0 0 17 

７ 行政との協働を推進します 1 23 4 0 0 28 

計 5 160 35 2 0 202 

割合 2.5％ 79.2％ 17.3％ 1.0％ 0.0％ 100.0％ 
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（３）令和３年度の取り組みに対する活動（連携）団体別自己評価 

 

活動（連携）団体 
自己評価（達成度） 

未実施事業 事業総数 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

地域活動団体 4 28 3 0 0 35 

ＮＰＯ・ボランティア活動団体 5 106 18 10 0 139 

産・学等連携、その他 5 31 8 0 0 44 

計 14 165 29 10 0 218 

 

 

（４）令和４年度の取り組みに対する活動（連携）団体別自己評価 

 

活動（連携）団体 
自己評価（達成度） 

未実施事業 事業総数 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

地域活動団体 0 29 6 0 0 35 

ＮＰＯ・ボランティア活動団体 3 114 20 2 0 139 

産・学等連携、その他 2 31 11 0 0 44 

計 5 174 37 2 0 218 

 

 
※複数項目の該当がある事業の場合は、複数計上されているため、基本指針別自己評価の事業総数とは一致しない。 
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（５）令和３年度の取り組みに対する活動分野別自己評価 

 

活動分野 
自己評価（達成度） 

未実施事業 事業総数 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

環境美化・環境学習 0 10 1 0 0 11 

文化・学習活動 1 25 6 2 0 34 

地域行事 0 23 0 0 0 23 

スポーツ、レクリエーション 0 0 1 0 0 1 

防犯・防災・交通安全 0 10 0 0 0 10 

青少年育成活動 2 24 6 0 0 32 

高齢者や障害者への福祉活動 4 30 0 6 0 40 

まちづくり活動 5 84 3 0 0 92 

子育て支援 0 0 0 0 0 0 

人権教育・啓発活動 0 0 0 0 0 0 

男女共同参画 0 6 0 0 0 6 

景観保全、文化財保護活動 2 2 0 0 0 4 

国際交流 0 7 0 0 0 7 

観光 0 24 2 2 0 28 

その他 5 16 8 0 0 29 

計 19 261 27 10 0 317 

 
※複数項目の該当がある事業（該当度合いが高い順に最大３項目まで）の場合は、複数計上されているため、基本指針別自己評価の事業総

数とは一致しない。 
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（６）令和４年度の取り組みに対する活動分野別自己評価 

 

活動分野 
自己評価（達成度） 

未実施事業 事業総数 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

環境美化・環境学習 0 11 0 0 0 11 

文化・学習活動 1 28 5 0 0 34 

地域行事 0 23 0 0 0 23 

スポーツ、レクリエーション 0 1 0 0 0 1 

防犯・防災・交通安全 0 9 1 0 0 10 

青少年育成活動 0 26 6 0 0 32 

高齢者や障害者への福祉活動 0 34 4 2 0 40 

まちづくり活動 1 85 6 0 0 92 

子育て支援 0 0 0 0 0 0 

人権教育・啓発活動 0 0 0 0 0 0 

男女共同参画 0 5 1 0 0 6 

景観保全、文化財保護活動 2 2 0 0 0 4 

国際交流 0 7 0 0 0 7 

観光 0 24 4 0 0 28 

その他 2 17 10 0 0 29 

計 6 272 37 2 0 317 

 

 
※複数項目の該当がある事業（該当度合いが高い順に最大３項目まで）の場合は、複数計上されているため、基本指針別自己評価の事業総

数とは一致しない。 
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（７）自己評価の推移（令和３年度→令和４年度） 

 
令和４年度 

計 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 未実施事業 

令
和
３
年
度 

Ｓ 3 11 0 0 0 14 

Ａ 2 142 7 0 0 151 

Ｂ 0 6 21 0 0 27 

Ｃ 0 1 7 2 0 10 

未実施事業 0 0 0 0 0 0 

計 5 160 35 2 0 202 

 
推移区分 事業数 計 割合 

変化なし 

Ｓ→Ｓ 3 

168 83.2％ 
Ａ→Ａ 142 

Ｂ→Ｂ 21 

Ｃ→Ｃ 2 

向上 

Ａ→Ｓ 2 

16 7.9％ 

Ｂ→Ｓ 0 

Ｂ→Ａ 6 

Ｃ→Ｓ 0 

Ｃ→Ａ 1 

Ｃ→Ｂ 7 

悪化 

Ｓ→Ａ 11 

18 8.9％ 

Ｓ→Ｂ 0 

Ｓ→Ｃ 0 

Ａ→Ｂ 7 

Ａ→Ｃ 0 

Ｂ→Ｃ 0 

計 202 202 100.0％ 
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３．進捗状況と今後の取り組み 
 

 

【自己評価の指標について】 

各事業をＳ～Ｃの４段階で総合的に評価 

Ｓ：予定を上回る  Ａ：概ね予定どおり  Ｂ：やや予定を下回る  Ｃ：予定を下回る 
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進捗状況と今後の取り組み 

基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

１ 

相互理解が進む仕

組みづくりを行い

ます 

 

1－① 

市民活動への市民参加の

促進 

 

1．情報提供 

2．相談 

3．啓発 

 

Ａ Ａ 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、

登録ボランティアが目標に達しなかった

事業があった。また、事業の中止や規模の

縮小、ボランティアの受入れ制限をせざる

を得ない事業も多数あったが、安全を確保

できる規模や形態で実施した事業もみら

れ、可能な範囲で計画通り事業を進められ

た。 

・幅広い世代へ伝わるよう各種広報媒体の

特性を生かした情報発信を行っており、新

たなソーシャルメディアの活用として、イ

ンスタグラム、公式 LINE アカウント等で

の情報発信を開始している。 

・あんしんサポーター制度については、ボ

ランティア養成方法の変更、メーリングリ

ストの活用やスマートフォンでのスタン

プの管理などを行うなどの取組により、参

加者、登録者共に増加している。 

・各課において、ボランティア体験や講座

など市民活動等を体験できる機会の充実

に努めるとともに、各種団体の市民活動内

容をＰＲすることにより、市民の活動参加

への啓発を行った。 

 

・引き続き計画に沿った事業を実施して

いく。 

・ボランティア登録制度を充実していく

とともに、新たなソーシャルメディア

の活用など様々な広報媒体を利用し、

幅広い世代に情報提供を行っていく。 

・ＩＣＴを活用した相談体制の導入につ

いて検討を行う。 

・新事業の実施や既存メニューの充実な

どにより、市民の市民活動への参加の

啓発を行う。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

１ 

相互理解が進む仕

組みづくりを行い

ます 

（つづき） 

 

1－② 

行政職員の意識の向上 

 

1．職員研修の充実 

 2．ボランティアや地域

活動への職員参加の

促進 

3. 市民活動団体の情報

収集・提供、相談 

 4．市民活動及び協働の

推進に関する施策の

総括 

 
Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗している。 

・新採用職員研修のメニューの中に、市民

活動・協働に関するメニューを組み込むと

ともに、協働と参画に関する職員研修を実

施し、協働等への理解と意識の向上につな

げている。 

・市民活動に関する情報を収集し、庁内Ｌ

ＡＮ等で情報発信することで、職員の市民

活動への参加を促進している。 

・市民活動及び協働推進に関する職員アン

ケートを実施し、協働に対する職員の意識

の変化など情報収集を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き計画に沿った事業を実施して

いく。 

・毎年度の本計画の進捗調査や職員研

修、隔年での職員アンケート等を行っ

ていく過程で、庁内全体で職員の協働

意識が向上するよう働きかけを行う。 

・今後も庁内ＬＡＮ等を活用して情報提

供を行うことで市民活動、地域活動に

対する意識向上を図るとともに職員の

積極的な活動を促進していく。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

１ 

相互理解が進む仕

組みづくりを行い

ます 

（つづき） 

 

1－③ 

交流機会の充実と対話の

促進 

 

 1．連携交流会の開催 

 2．市民活動に関する行

事の開催協力 

 3．市民活動・ボランテ

ィアサポートセンタ

ーの相談機能の充実 

 4．市民活動団体等への

アンケートの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗している。 

・センター登録団体、登録個人ボランティ

ア等へのアンケートを実施し、ボランティ

ア団体、NPO 法人等の現状や意識の変化、

ニーズの把握等を行った。現在行っている

事業の効果についても検証し、今後の事業

方針等に活かしている。 

・ひめじおんまつりなど、各課による市民

活動団体等の発表・交流の機会を提供し、

市民への啓発と団体間の連携・交流を促進

した。 

・引き続き、計画に基づき事業を実施す

る。 

・連携交流に向けた新事業の実施や既存

メニューの充実等により、団体間等の連

携交流を促進していく。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

2 

情報の共有を進め

ます 

2－① 

体系的な情報整理と積極

的な情報の公開・収集・

提供 

 

 1．市民活動ネットひめ

じの運用、利用促進 

 2．市民活動や協働に関

する情報の収集、提

供 

 3．会議等の公開・公募

委員、市民意見の募

集制度等の利用ＰＲ 

4．ソーシャルメディア

の積極的な活用 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗している。 

・市民活動ネットひめじでの情報提供だけ

でなく LINE やインスタグラムなどの新

たなソーシャルメディアを活用し、幅広い

世代に情報が届くように、各種広報媒体で

の情報提供を行っている。 

・市民意見の募集制度については、従来か

ら行っている市政モニターに加え、高校生

モニターを募集し、若年層の意見を集約す

るとともに、市政への参画を促進した。 

・審議会等への公募委員の導入については、

導入率が目標値を下回っている。 

・引き続き計画に沿って事業を実施して

いく。 

・姫路市公式 LINE などの新たなデジタ

ルツールも活用し、幅広い世代に届く

よう、各種広報媒体での情報提供を行

っていく。 

・引き続き、市民参画の意義と公募委員

制度の趣旨について周知していく。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

３ 

市民活動等の拠点

となる場の充実に

努めます 

3－① 

市民活動・ボランティア

サポートセンターの充実 

 

 1．センター事業の充実

とコーディネート機

能の強化 

 2．センターの利用Ｐ       

Ｒ 

 3．市民活動・ボランテ

ィアサポートセンタ

ー運営会議の活用 

 4．ひめじおんまつり等

の連携交流会の開催 

 5．既存の支援機関との

連携、協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗している。 

・ボランティアハンドブックについて、ボ

ランティア初心者に親しみやすいものに

なるよう、内容を更新した。 

・コロナ禍のため、他課が開催するイベン

トでの PR については、イベント中止によ

り出展できないものもあったが、ひめじお

んまつりについては、令和３年度はパネル

展を、令和４年度は対策を行ったうえで開

催し、登録団体等の活動の PR や連携、交

流を促進した。 

・災害等に備え、各種会議に出席し、県や

市内及び県内の中間支援団体と連携を図

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き計画に沿って事業を実施す

る。 

・情報セキュリティ対策を考慮しなが

ら、ICT を活用した相談の体制を検討

する。 

・ひめじおんまつりにかわる新たな連携

交流事業「ひめじ de ボランティア」を

より有意義なものとなるよう検討し、

実施する。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

３ 

市民活動等の拠点

となる場の充実に

努めます 

（つづき） 

3－② 

地域における市民活動等

の場の充実 

 

 1．公民館や小学校等の

公共施設等を活用し

た地区拠点の充実 

 2．地域ブロックで組織

された地域づくり推

進協議会の活用 

 3. 持続可能な地域活動

に向けた取り組み支

援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗している。 

・小学校区単位での地域活動の場の充実に

向けた既存公共施設である公民館を令和

４年度から市民局へ移管し、地域活動の拠

点施設として、更なる活用に向けて検討を

行っている。 

・令和３年度までの３年間３地区で地域課

題の解決に向けて実施されていた充実支

援事業については、令和４年度にその総括

を各地区連合自治会に報告した。同様の取

り組みを希望する地域には、アドバイザー

派遣事業により、取り組みを支援してい

る。 

 

・引き続き計画に沿った事業を実施す

る。 

・公民館については、地域の拠点施設と

してのさらなる活用を検討する。 

・持続可能な地域活動への支援のため、

アドバイザー派遣事業の活用を PR し

ていく。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

３ 

市民活動等の拠点

となる場の充実に

努めます 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3－③ 

公共施設等の利用の促進 

 

1．市民活動団体の登録

制度の運用、支援内

容の充実 

 2．利用可能施設の情報

収集、紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗している。 

・登録団体が市の施設を利用する場合、利

用料の減免等をおこなうことにより、その

活動の支援を行っている。 

・男女共同参画推進センターについては、

センター施設について利用料減免等の制度

の利用を促進しているが、登録団体数が減

少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き計画に沿った事業を実施す

る。 

・登録団体に施設利用料減免等の制度の

情報収集・提供を行い、制度の利用促進

を図っていく。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

４ 

担い手づくり（団

体、人材育成）に努

めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4－① 

学習機会等（研修会、セ

ミナー等）の提供 

 

 1．研修会・セミナー等

の充実、情報収集・

提供 

 2．市政出前講座の実   

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ Ａ 

・概ね計画通り進捗している。 

・講座については、コロナ禍で中止にした

ものもあるが、各事業の所管課が、ボラン

ティアの育成に向けて効果的な講座にな

るよう、改善を行いながら講座を実施して

いる。 

・新たに自治会長に就任した人に、スムー

ズに自治会長の職を行ってもらえるよう、

助成金など市の制度を説明する新任自治

会長説明会を開催している。 

・市政出前講座は、多くの市民の方々に利

用していただいているが、コロナ禍でもあ

り、受講者数が目標には達していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き計画に沿った事業を実施す

る。 

・ボランティア養成講座については、効

果的な講座となるよう、引き続き検討

を行いながら実施していく。 

・市政出前講座については、電子申請の

導入など、より利用しやすい制度にな

るよう検討していく。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

４ 

担い手づくり（団

体、人材育成）に努

めます 

（つづき） 

4－② 

担い手の確保と育成 

 

 1．登録制度の充実と活

用 

 2．育成施策の検討・実

施 

 3．コーディネーター養

成講座の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ Ｂ 

・コロナ禍の影響によるイベント中止など

もあり、登録ボランティア数等で目標を下

回っているものが多くあった。 

・アドバイザー派遣事業についても、依頼

件数が目標値に達していない。 

・地域活動団体の負担軽減等に向けて、地

域活動の中での ICT の活用等を紹介する

講座を団体の役員向けに実施した。 

 

 

・引き続き、ボランティア登録制度やイ

ベント実施の際のボランティア募集に

ついて PR に努める。 

・アドバイザー派遣事業等について、制

度の周知のための施策を検討する。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

５ 

市民活動支援機能

の充実を図ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5－① 

相談窓口の充実・協働関

係機関との連携強化 

 

 1．市民活動及び協働の

相談窓口の充実 

 2．国・県等主催事業へ

の参加、情報収集・

提供 

3．社会福祉協議会等既

存団体と連携・協力

した支援等の提供 

4．各団体のニーズに応

える中間支援団体と

の連携・支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・概ね計画通り進捗している。 

・県内中間支援団体ネットワーク会議等に

出席し、情報収集を行い、協働関係機関と

の連携を強化し、平時のみならず、災害時

の連携強化につながるよう努めている。 

・災害ボランティアに関する取り組み、福

祉ボランティア等の育成・支援に関する取

り組みで社会福祉協議会と連携を深めて

いる。 

 

・引き続き計画に沿った事業を実施す

る。 

・提案型協働事業など、市民企画応援事

業などを行いながら市民活動の情報収

集を行う。 

・災害時に備え、県等市民活動支援機関

とのさらなる連携、ネットワーク強化

を図る。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

５ 

市民活動支援機能

の充実を図ります 

（つづき） 

5－② 

様々な財政的支援の活用 

 

 1．基金等による市民活

動団体への支援の検

討・実施 

 2．提案型協働事業制度

の充実 

3．公的団体・民間団体

の財政的支援情報の

収集・提供、相談対

応 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗している。 

・基金等の創設については、難しい状況に

ある。 

・提案型協働事業については、令和３年度

より活動年数が短い新規団体が参加しや

すい制度の導入を行った。 

・民間団体等の財政支援情報については、

情報収集を行い、ひめじＮＰＯ・ボランテ

ィア通信の別冊「助成金情報」において、

情報の提供を行っている。 

 

・引き続き計画に沿った事業を実施す

る。 

・提案型協働事業については、幅広い市

民活動団体に利用してもらえるよう、

また、効果的に事業が行えるよう、引

き続き事業の検討と PR に努める。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

６ 

民間相互の協働 

推進します 

6－① 

地域における協働の推進 

 

 1．地域コミュニティ情

報の発信支援 

 2．地域の多様な主体が

連携・協力して課題

解決に取り組む場づ

くり支援 

 3．地域コミュニティを

主体とした地域づく

りの推進 

 4. 災害時の地域対応力

の向上に向けた取り

組み 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗している。 

・地域活動団体の活動を広報ひめじに掲載

するとともに、地域活動啓発パンフレット

を市外からの転入者に配布するなど、地域

活動団体の情報を広く市民に発信してい

る。 

・地域が地域課題の解決などに向けてワー

クショップなどを行う場合は、地域活動ア

ドバイザー派遣事業により、継続して地域

にアドバイザーを派遣し、その取り組みを

支援している。 

・各地域で組織された自主防災会の防災担

当者等を対象に訓練を行うとともに、災害

時要援護者台帳登録を進め、地域での避難

行動要支援者の把握に努めているが、避難

行動要支援者については把握が進んでい

ない状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き計画に沿った事業を実施す

る。 

・地域づくりハンドブックの見直しにつ

いて、現状にあわせて検討していく。 

・引き続き、災害時要援護者台帳登録を

進めるとともに、避難行動要支援者の

把握に努める。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

６ 

民間相互の協働を

推進します 

（つづき） 

6－② 

多様な主体との協働の推

進 

 

1．企業・学校の支援情

報や活動情報の収

集・提供 

 2．連携交流会の開催 

 3．市民活動情報（人材

募集情報）の集約、

提供 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗している。 

・協働事例の収集については、情報提供や

事業検討に至るまで達していない状況で

ある。 

・企業の助成金や社会貢献活動に関する情

報を収集し、通信等による情報提供を行っ

ている。 

・施設等のボランティア募集の情報を収集

し、月 1 回発行しているひめじＮＰＯ・ボ

ランティア通信やホームページ、SNS 等

で情報発信している。 

・引き続き計画に沿った事業を実施す

る。 

・協働事例の収集について、引き続き情

報の収集に努める。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

７ 

行政との協働を推

進します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7－① 

市民意識の醸成と行政職

員の意識の改革 

 

 1．職員研修の充実 

 2．協働に関する相談体

制の充実 

3．協働事例集の作成・

活用 

 4．市政出前講座の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗している。 

・提案型協働事業について、市の各課や

NPO、ボランティア団体に参考にしても

らえるよう、６年毎に実績を掲載した事例

集を作成するとともに、各年度の提案事業

内容などをホームページ上に掲載し、情報

提供している。 

・提案型協働事業について、プレゼンテー

ション審査を公開にし、日程などを PR す

ることで、市民や職員への協働への意識の

向上と啓発を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き計画に沿った事業を実施す

る。 

・各団体や職員からの相談に対応できる

よう、協働事業等について他都市の情

報等の収集に努める。 
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基本指針 施策名 
R3 

評価 

R4 

評価 
中間評価 今後の取り組み 

７ 

行政との協働を推

進します 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7－② 

協働を推進するための仕

組みづくり 

 

 1．協働マニュアル「協

働のルールづくり」

の活用、見直しの検

討 

 2．提案型協働事業の充

実と効果的な活用 

 3．市民活動団体や企業、

学校とのパートナー

シップ協定等の実施 

 4．市民の政策決定過程

への参画手法の充実 

 5．協働機会創出のため

の行政情報の分かり

やすい提供 

6．持続可能な地域活動

に向けた取り組み支

援 

 

 

Ａ Ａ 

・概ね計画通り進捗している。 

・提案型協働事業については、テーマ設定

を行い、より行政が力を入れている事業を

募集時に案内している。また、活動年数の

短い新規団体の利用を促進するための事

業見直しを行った。 

・食品ロス削減の取り組みについて、ボラ

ンティアスタッフの募集やフードドライ

ブ活動など NPO 法人と連携し、取り組み

を行っている。 

・地域防災の貢献に意欲のある事業所を登

録してもらうことで、災害が発生した際の

地域防災力の向上を図っている。 

・ひめじ創生戦略を推進するにあたり、学

生をはじめ多数の若者が交流し、気軽に語

り合う、ワールド・カフェ方式を活用し、

タウンミーティング「ひめじ創生カフェ」

を開催し、市民参画を促進した。 

 

・引き続き計画に沿った事業を実施す

る。 

・タウンミーティングについては、その

時々の状況に応じて、開催方法やテー

マを検討し、実施していく。 

・市民活動団体との協働契約や、企業と

のまちづくりパートナーシップ協定に

ついて、引き続き、手法等について他

市事例等を参考に調査研究に努める。 
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４．参考指標 
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 内 容 
対象 

指針 
指 標 令和 2年度 令和 4年度 

市民意識

調査 

3,4 地域団体の活動への参加割合 43.5％ － 

3,4 ボランティア活動や NPO活動への参加割合 23.3％ － 

2 
市民参加のための取り組

み認知度 

情報公開制度 26.7％ － 

1,6,7 市政出前講座 19.9％ － 

2 パブリックコメント 11.4％ － 

職員意識

調査 

1,5,7 市民活動との協働状況が進んでいると思う割合 31.6% 31.6% 

1,5,7 協働を進めることが必要だと思う割合 82.6% 78.0% 

1,7 自治会以外の地域活動団体の活動への参加割合 48.7% 42.9% 

1,7 ボランティア活動への参加割合 21.2% 23.5% 



参考資料

第4次計画 項目別所管課評価一覧

指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
指針番号
（中項
目）

項目名（中項目）
指針番号
（小項
目）

項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3

自己評価
R4

自己評価

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 危機管理室 見守りウォーキング登録制度 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア募集情報等の収集・提供 広報課
市ホームページにおけるボランティア募集情報の公
開

Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

個人ボランティア、団体ボランティア登録制度 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア募集情報等の収集・提供
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ボランティア募集情報等の収集・提供 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供
ひめじNPO・ボランティア通信の内容
の充実、配付先の拡充

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ひめじNPO・ボランティア通信の発行 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 市民活動ネットひめじの利用ＰＲ
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民活動ネットひめじの運営 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供
ソーシャルメディアの積極的な活用
（再掲）【変更】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

フェイスブック等での情報発信 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供
地縁系の市民活動団体の活動情報の発
信（再掲）

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民活動ネットひめじでの情報発信 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供
地縁系の市民活動団体の活動情報の発
信（再掲）

市民活動推進課
市民活動ネットひめじ、市ホームページでの情報発
信

Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 生涯現役推進室 生涯現役人材バンク制度 Ｃ Ｃ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 観光課 観光イベントボランティア登録制度 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 水族館 水族館ボランティア登録制度 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 動物園 動物園ボランティア登録制度 Ｂ Ｂ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 美術館総務課 美術館ボランティア登録制度 Ｂ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 姫路科学館 サイエンスボランティアの募集 Ｂ Ｂ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 姫路科学館
姫路ロボ・チャレンジ実行委員会運営ボランティア
の募集

Ｂ Ｂ
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第4次計画 項目別所管課評価一覧

指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
指針番号
（中項
目）

項目名（中項目）
指針番号
（小項
目）

項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3

自己評価
R4

自己評価

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】
姫路城マラソン運
営室

姫路城マラソンボランティアの募集 Ｂ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 姫路城管理事務所 「天空の白鷺」ボランティア登録制度 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 姫路文学館学芸課 文学館ボランティア登録制度 Ｂ Ｂ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 文化国際課 文化ボランティア登録制度 Ｃ Ｂ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】
文化国際課（国際
交流センター）

イベントや事業に係る個人ボランティア登録制度 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 総合福祉会館 総合福祉会館団体登録制度 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】
総合福祉通園セン
ター

ルネス花北ボランティア登録制度 Ｃ Ｂ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 地域包括支援課 あんしんサポーター登録制度 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 保健所健康課
いずみ会（食生活改善ボランティアグループ）登録
制度

Ｂ Ｂ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 環境政策室
伊勢自然の里・環境学習センター「施設ボランティ
ア」の募集

Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 美化業務課 まちかど100ｍクリーンアクション登録制度 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 公園緑地課 公園愛護会の登録制度 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 公園緑地課 公園愛護会トイレ美化部の登録制度 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 道路管理課 ひめじ街路樹アダプト制度 Ｓ Ｓ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 学校指導課 学生ボランティア登録制度 Ｂ Ｂ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 生涯学習課
学校支援ボランティア（市立中学校部活動支援）登
録制度

Ａ Ａ
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第4次計画 項目別所管課評価一覧

指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
指針番号
（中項
目）

項目名（中項目）
指針番号
（小項
目）

項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3

自己評価
R4

自己評価

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 城内図書館 ボランティア団体の登録制度 Ｂ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

1 情報提供 ボランティア登録制度の運用【変更】 文化財課
ボランティア登録制度（林田大庄屋旧三木家住宅及
び敬業館の管理・案内等）

Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

2 相談
市民活動・ボランティアサポートセン
ターでの相談体制の充実

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ボランティアやNPO活動に関する相談対応、中間支援
団体等との連携、研修等への職員の派遣　等

Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

2 相談
ＩＣＴを活用した相談体制の検討（本
掲）【新規】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ICTを活用した遠隔相談の検討 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

2 相談
ＩＣＴを活用した相談体制の検討（本
掲）【新規】

市民活動推進課 ICTを活用した遠隔相談の検討 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

3 啓発
若年層向け啓発・体験事業の充実【新
規】

地方創生室
ひめじ創生SDGｓカフェ、ひめじ創生高校生キャラバ
ン事業の実施

Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

3 啓発
ボランティアに関するマニュアル・手
引きの配布・活用【変更】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ボランティアの手引きの作成・配布 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

3 啓発 市民活動に関する公開講座の実施
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

公開講座、市政出前講座の実施 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

3 啓発
若年層向け啓発・体験事業の充実【新
規】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ひめじ夏のボランティア体験、ハジメのイッポ事業
の実施

Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

3 啓発 市政出前講座の実施（再掲） 市民活動推進課 市政出前講座の実施 Ｂ Ｂ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

3 啓発 地域活動への参加の啓発【新規】 市民活動推進課
転入者へ地域活動紹介パンフレットの配布、広報ひ
めじへの自治会活動情報の掲載

Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

3 啓発
若年層向け啓発・体験事業の充実【新
規】

総合福祉通園セン
ター

ルネス花北ボランティア養成講座の開催 Ｃ Ｂ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

①
市民活動への市民
参加の促進

3 啓発 地域活動への参加の啓発【新規】 美化業務課 全市一斉清掃、清掃ボランティア事業の実施 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

②
行政職員の意識の
向上

1
職員研修の充実
（本掲）

初任者研修等の階層別研修の実施　等
（本掲）【変更】

研修厚生センター 初任者研修の実施 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

②
行政職員の意識の
向上

1
職員研修の充実
（本掲）

初任者研修等の階層別研修の実施　等
（本掲）【変更】

市民活動推進課 初任者研修の実施 Ｓ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

②
行政職員の意識の
向上

2
ボランティアや地
域活動への職員参
加の促進

－
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

初任者研修の実施 Ａ Ａ
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第4次計画 項目別所管課評価一覧

指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
指針番号
（中項
目）

項目名（中項目）
指針番号
（小項
目）

項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3

自己評価
R4

自己評価

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

②
行政職員の意識の
向上

2
ボランティアや地
域活動への職員参
加の促進

－ 市民活動推進課 職員研修、情報提供の実施 Ｓ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

②
行政職員の意識の
向上

3
市民活動団体の情
報収集・提供、相
談

庁内への情報提供、相談
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

庁内ネットでのNPO・ボランティア通信の発信 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

②
行政職員の意識の
向上

3
市民活動団体の情
報収集・提供、相
談

庁内への情報提供、相談 市民活動推進課 市民活動団体の情報収集・提供、相談の実施 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

②
行政職員の意識の
向上

4
市民活動及び協働
の推進に関する施
策の総括

協働実態調査 市民活動推進課 事業進捗状況調査の実施 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

②
行政職員の意識の
向上

4
市民活動及び協働
の推進に関する施
策の総括

ヒアリングの実施 市民活動推進課 事業進捗状況調査の実施 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

②
行政職員の意識の
向上

4
市民活動及び協働
の推進に関する施
策の総括

職員アンケートの実施(隔年） 市民活動推進課 職員アンケートの実施 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

③
交流機会の創出と
対話の促進

1
連携交流会の開催
（本掲）【変更】

市民・ボランティア団体・ＮＰＯ等の
活動成果の発表の機会、交流の場を提
供

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

センター登録団体の交流会、「ひめじおんまつり」
の開催

Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

③
交流機会の創出と
対話の促進

1
連携交流会の開催
（本掲）【変更】

市民活動団体等が主体となる交流事業
の実施【変更】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

センター登録団体の交流会、「ひめじおんまつり」
の開催

Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

③
交流機会の創出と
対話の促進

1
連携交流会の開催
（本掲）【変更】

市民・ボランティア団体・ＮＰＯ等の
活動成果の発表の機会、交流の場を提
供

市民活動推進課 提案型協働事業の実施 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

③
交流機会の創出と
対話の促進

1
連携交流会の開催
（本掲）【変更】

市民・ボランティア団体・ＮＰＯ等の
活動成果の発表の機会、交流の場を提
供

男女共同参画推進
センター

あいめっせフェスティバルの開催 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

③
交流機会の創出と
対話の促進

1
連携交流会の開催
（本掲）【変更】

市民活動団体等が主体となる交流事業
の実施【変更】

男女共同参画推進
センター

あいめっせフェスティバルの開催 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

③
交流機会の創出と
対話の促進

1
連携交流会の開催
（本掲）【変更】

市民・ボランティア団体・ＮＰＯ等の
活動成果の発表の機会、交流の場を提
供

文化国際課（国際
交流センター）

ひめじ国際交流フェスティバルの開催 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

③
交流機会の創出と
対話の促進

1
連携交流会の開催
（本掲）【変更】

市民活動団体等が主体となる交流事業
の実施【変更】

文化国際課（国際
交流センター）

ひめじ国際交流フェスティバルの開催 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

③
交流機会の創出と
対話の促進

2
市民活動に関する
行事の開催協力

－
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

団体からの情報発信支援 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

③
交流機会の創出と
対話の促進

3

市民活動・ボラン
ティアサポートセ
ンターの相談機能
の充実

市民に開かれた相談窓口としてのＰＲ
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

イベント等での市民活動・ボランティアサポートセ
ンターのPR

Ａ Ａ
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第4次計画 項目別所管課評価一覧

指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
指針番号
（中項
目）

項目名（中項目）
指針番号
（小項
目）

項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3

自己評価
R4

自己評価

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

③
交流機会の創出と
対話の促進

3

市民活動・ボラン
ティアサポートセ
ンターの相談機能
の充実

必要かつ適切なボランティア情報の提
供【変更】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民活動に関する情報収集、提供 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

③
交流機会の創出と
対話の促進

3

市民活動・ボラン
ティアサポートセ
ンターの相談機能
の充実

活動事例、支援情報等の情報量の充実
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

外部機関との連携、職員の研修への派遣等 Ａ Ａ

1
相互理解が進む仕
組みづくりを行い
ます

③
交流機会の創出と
対話の促進

4

市民活動団体等へ
のアンケートの実
施（隔年）【変
更】

－
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

登録団体及び登録個人ボランティアへのアンケート
実施

Ａ Ａ

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

1
市民活動ネットひ
めじの運用、利用
促進

ボランティア情報の掲載、充実【変
更】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ボランティア情報の掲載、充実 Ａ Ａ

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

1
市民活動ネットひ
めじの運用、利用
促進

市民活動団体の利用ＰＲ
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民活動団体の利用ＰＲ Ａ Ａ

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

1
市民活動ネットひ
めじの運用、利用
促進

利用団体の拡充検討
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

利用団体の拡充検討 Ａ Ａ

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

2
市民活動や協働に
関する情報の収
集、提供

ボランティア登録制度
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

個人ボランティア、団体ボランティア登録制度の運
用

Ａ Ａ

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

2
市民活動や協働に
関する情報の収
集、提供

助成金情報
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ひめじNPO・ボランティア通信別冊による助成金情報
の発信

Ａ Ａ

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

2
市民活動や協働に
関する情報の収
集、提供

市民活動団体情報　等
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民活動団体の情報収集・提供、ひめじNPO・ボラン
ティア通信の発行

Ａ Ａ

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

2
市民活動や協働に
関する情報の収
集、提供

市民活動団体情報　等
男女共同参画推進
センター

ひめじ男女共同参画情報誌「ウエーブレット」の発
行

Ａ Ａ

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

3

会議等の公開・公
募委員、市民意見
の募集制度等の利
用ＰＲ（本掲）

－ 市民活動推進課
ふれあいメール、アイデアポスト、市政モニターの
実施

Ｓ Ａ

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

3

会議等の公開・公
募委員、市民意見
の募集制度等の利
用ＰＲ（本掲）

－ 市民活動推進課 委員公募附属機関、パブコメの実施 Ａ Ｂ

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

3

会議等の公開・公
募委員、市民意見
の募集制度等の利
用ＰＲ

－ 市民総合相談室 会議等の公開 Ａ Ａ

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

4
ソーシャルメディ
アの積極的な活用
（本掲）【変更】

市民活動の内容に応じた団体と情報の
対象の絞り込み

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民活動ネットひめじの活用 Ｓ Ａ
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第4次計画 項目別所管課評価一覧

指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
指針番号
（中項
目）

項目名（中項目）
指針番号
（小項
目）

項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3

自己評価
R4

自己評価

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

4
ソーシャルメディ
アの積極的な活用
（本掲）【変更】

若年層を含め一人ひとりが参画しやす
い環境づくり（スマートフォン等の活
用）

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

フェイスブック等での情報発信 Ｓ Ａ

2
情報の共有を進め
ます

①
情報の積極的な公
開・提供

4
ソーシャルメディ
アの積極的な活用
（本掲）【変更】

若年層を含め一人ひとりが参画しやす
い環境づくり（スマートフォン等の活
用）

市民活動推進課
市政モニターの姫路公式アプリ「ひめじプラス」の
利用

Ａ Ｓ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

①
センター事業の充
実とコーディネー
ト機能の強化

1
センター事業の充
実とコーディネー
ト機能の強化

既存の支援機関との連携、協力により
活動団体の支援強化

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ボランティアやＮＰＯ団体等の連携・交流、団体活
動支援

Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

①
センター事業の充
実とコーディネー
ト機能の強化

1
センター事業の充
実とコーディネー
ト機能の強化

情報収集、情報発信の強化とマッチン
グ相談の充実

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ボランティアやＮＰＯ等の情報収集・発信、マッチ
ング相談の実施

Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

①
市民活動・ボラン
ティアサポートセ
ンターの充実

1
センター事業の充
実とコーディネー
ト機能の強化

ＩＣＴを活用した相談体制の検討（再
掲）【新規】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ICTを活用した遠隔相談体制の検討 Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

①
市民活動・ボラン
ティアサポートセ
ンターの充実

2
センターの利用Ｐ
Ｒ

市広報の活用
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

広報ひめじへボランティア・NPO講座の募集記事等を
掲載

Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

①
市民活動・ボラン
ティアサポートセ
ンターの充実

2
センターの利用Ｐ
Ｒ

ボランティア活動の手引きの配付・活
用・内容の充実【変更】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ボランティアの手引きの作成・配布 Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

①
市民活動・ボラン
ティアサポートセ
ンターの充実

3

市民活動・ボラン
ティアサポートセ
ンター運営会議の
活用

外部メンバー等による事業内容の検証
と意見交換【変更】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民活動・ボランティアサポートセンター運営会議
の開催

Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

①
市民活動・ボラン
ティアサポートセ
ンターの充実

4
ひめじおんまつり
等の連携交流会の
開催

－
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

センター登録団体の交流会、「ひめじおんまつり」
の開催

Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

①
市民活動・ボラン
ティアサポートセ
ンターの充実

5
既存の支援機関と
の連携、協力

分野別の市民活動支援機関や県等の支
援機関との連携、ネットワーク化

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

兵庫県や市内民間団体、庁内他部署との連携 Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

②
公共施設利用の促
進

1

公民館や小学校等
の公共施設等を活
用した地区拠点の
充実

－ 市民活動推進課
行政事務補助員の設置、地域活動充実支援事業の実
施

Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

②
公共施設利用の促
進

2

地域ブロックで組
織された地域づく
り推進協議会の活
用

－ 市民活動推進課 地域づくり推進協議会事務局機能の支援 Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

②
公共施設利用の促
進

3

持続可能な地域活
動に向けた取り組
み支援（本掲）
【新規】

－ 地方創生室 がんばる地域応援事業の実施 Ａ Ｂ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

②
公共施設利用の促
進

3

持続可能な地域活
動に向けた取り組
み支援（本掲）
【新規】

－ 市民活動推進課 地域活動充実支援事業の実施 Ａ Ａ
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第4次計画 項目別所管課評価一覧

指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
指針番号
（中項
目）

項目名（中項目）
指針番号
（小項
目）

項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3

自己評価
R4

自己評価

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

③
公共施設利用の促
進

1
市民活動団体の登
録制度の運用、支
援内容の充実

団体登録制度による施設利用料の減免
等

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

登録団体に対する施設減免制度 Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

③
公共施設利用の促
進

1
市民活動団体の登
録制度の運用、支
援内容の充実

団体登録制度の支援内容の充実に向け
た検討【変更】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

播磨連携中枢都市圏市町との連携による減免施設の
調整

Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

③
公共施設利用の促
進

1
市民活動団体の登
録制度の運用、支
援内容の充実

団体登録制度による施設利用料の減免
等

男女共同参画推進
センター

登録団体に対する施設減免制度 Ａ Ｂ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

③
公共施設利用の促
進

1
市民活動団体の登
録制度の運用、支
援内容の充実

団体登録制度による施設利用料の減免
等

文化国際課（国際
交流センター）

登録団体に対する施設減免制度 Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

③
公共施設利用の促
進

1
市民活動団体の登
録制度の運用、支
援内容の充実

団体登録制度による施設利用料の減免
等

総合福祉会館 登録団体に対する施設減免制度 Ａ Ａ

3
市民活動等の拠点
となる場の充実に
努めます

③
公共施設利用の促
進

2
利用可能施設の情
報収集、紹介

公共施設に加えて、民間施設、地域施
設の積極的な利用促進

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

利用可能施設の情報収集 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

1
研修会・セミナー
等の充実、情報収
集・提供

市民活動基礎講座・体験講座、ボラン
ティア養成講座(活動内容に沿った専
門研修)、ＮＰＯ法人マネジメント・
会計講座、協働コーディネーター養成
講座、企画力・広報力向上研修　等

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ボランティア入門講座、NPO等の普及啓発講座、団体
運営に関する講座等の開催

Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

1
研修会・セミナー
等の充実、情報収
集・提供

地域活動の担い手育成プログラムの検
討・実施（再掲）

市民活動推進課 地域活動の担い手育成に関する講座の検討・実施 Ｓ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

1
研修会・セミナー
等の充実、情報収
集・提供

提案型協働事業の活用 市民活動推進課 提案型協働事業の実施 Ｓ Ｓ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

1
研修会・セミナー
等の充実、情報収
集・提供

地縁系の市民活動団体のリーダー向け
研修の実施【新規】

市民活動推進課
新任自治会長研修の実施、自治会活動便利帳の作
成・配布

Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

1
研修会・セミナー
等の充実、情報収
集・提供

地域活動の担い手育成プログラムの検
討・実施（再掲）

生涯現役推進室
地域活動の担い手講座、地域活動のためのパソコン
講座の開催

Ｓ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

1
研修会・セミナー
等の充実、情報収
集・提供

市民活動基礎講座・体験講座、ボラン
ティア養成講座(活動内容に沿った専
門研修)、ＮＰＯ法人マネジメント・
会計講座、協働コーディネーター養成
講座、企画力・広報力向上研修　等

男女共同参画推進
センター

あいめっせ主催講座の開催、あいめっせ通信の発行 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

1
研修会・セミナー
等の充実、情報収
集・提供

市民活動基礎講座・体験講座、ボラン
ティア養成講座(活動内容に沿った専
門研修)、ＮＰＯ法人マネジメント・
会計講座、協働コーディネーター養成
講座、企画力・広報力向上研修　等

観光課 ボランティア研修会の開催 Ｃ Ａ
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指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
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（中項
目）
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（小項
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項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3

自己評価
R4

自己評価

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

1
研修会・セミナー
等の充実、情報収
集・提供

市民活動基礎講座・体験講座、ボラン
ティア養成講座(活動内容に沿った専
門研修)、ＮＰＯ法人マネジメント・
会計講座、協働コーディネーター養成
講座、企画力・広報力向上研修　等

姫路城管理事務所  ＯＪＴ研修の開催 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

1
研修会・セミナー
等の充実、情報収
集・提供

市民活動基礎講座・体験講座、ボラン
ティア養成講座(活動内容に沿った専
門研修)、ＮＰＯ法人マネジメント・
会計講座、協働コーディネーター養成
講座、企画力・広報力向上研修　等

文化国際課（国際
交流センター）

日本語ボランティア養成講座、ボランティアステッ
プアップ学習会の開催

Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

1
研修会・セミナー
等の充実、情報収
集・提供

市民活動基礎講座・体験講座、ボラン
ティア養成講座(活動内容に沿った専
門研修)、ＮＰＯ法人マネジメント・
会計講座、協働コーディネーター養成
講座、企画力・広報力向上研修　等

総合福祉通園セン
ター

ルネス花北ボランティア養成講座の開催 Ｃ Ｂ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

1
研修会・セミナー
等の充実、情報収
集・提供

市民活動基礎講座・体験講座、ボラン
ティア養成講座(活動内容に沿った専
門研修)、ＮＰＯ法人マネジメント・
会計講座、協働コーディネーター養成
講座、企画力・広報力向上研修　等

地域包括支援課 あんしんサポーターの養成・運用 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

1
研修会・セミナー
等の充実、情報収
集・提供

市民活動基礎講座・体験講座、ボラン
ティア養成講座(活動内容に沿った専
門研修)、ＮＰＯ法人マネジメント・
会計講座、協働コーディネーター養成
講座、企画力・広報力向上研修　等

手柄山中央公園整
備室（手柄山交流
ステーション）

園芸技術研修の開催 Ｂ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

①
学習機会等（研修
会、セミナー等）
の提供

2
市政出前講座の実
施（本掲）

－ 市民活動推進課 市政出前講座の実施 Ｂ Ｂ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 危機管理室 見守りウォーキング登録制度 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

個人ボランティア、団体ボランティア登録制度 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 生涯現役推進室 生涯現役人材バンク制度 Ｃ Ｃ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 観光課 観光イベントボランティア登録制度 Ｃ Ｂ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 水族館 水族館ボランティア登録制度 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 動物園 動物園ボランティア登録制度 Ｂ Ｂ
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第4次計画 項目別所管課評価一覧

指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
指針番号
（中項
目）
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（小項
目）

項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3

自己評価
R4

自己評価

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 美術館総務課 美術館ボランティア登録制度 Ｂ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 姫路科学館 サイエンスボランティアの募集 Ｂ Ｂ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 姫路科学館
姫路ロボ・チャレンジ実行委員会運営ボランティア
の募集

Ｂ Ｂ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 姫路城管理事務所 「天空の白鷺」ボランティア登録 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 姫路文学館学芸課 文学館ボランティア登録制度 Ｂ Ｂ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 文化国際課 文化ボランティア登録制度 Ｃ Ｂ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】
文化国際課（国際
交流センター）

イベントや事業に係る個人ボランティア登録制度 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 総合福祉会館 総合福祉会館団体登録制度 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】
総合福祉通園セン
ター

ルネス花北ボランティア登録制度 Ｃ Ｂ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 地域包括支援課 あんしんサポーター登録制度 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 保健所健康課
いずみ会（食生活改善ボランティアグループ）登録
制度

Ｂ Ｂ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 環境政策室
伊勢自然の里・環境学習センター「施設ボランティ
ア」の募集

Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 美化業務課 まちかど100ｍクリーンアクション登録制度 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 公園緑地課 公園愛護の登録制度 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 公園緑地課 公園愛護会トイレ美化部の登録制度 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 道路管理課 ひめじ街路樹アダプト制度 Ｓ Ｓ
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自己評価

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 学校指導課 学生ボランティア登録制度 Ｂ Ｂ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 生涯学習課 学校支援ボランティア登録制度 Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 城内図書館 ボランティア団体の登録制度 Ｂ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

1
登録制度の充実と
活用

ボランティア登録制度の充実【変更】 文化財課
ボランティア登録制度（林田大庄屋旧三木家住宅及
び敬業館の管理・案内等）

Ａ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

2
育成施策の検討・
実施

地域活動の担い手育成プログラムの検
討・実施（本掲）

市民活動推進課 地域活動の担い手育成に関する講座の検討・実施 Ｓ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

2
育成施策の検討・
実施

地域コミュニティ活性化アドバイザー
の活用【新規】

市民活動推進課 地域コミュニティ活性化アドバイザー事業の実施 Ｂ Ｂ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

2
育成施策の検討・
実施

地域活動の担い手育成プログラムの検
討・実施（本掲）

生涯現役推進室
地域活動の担い手講座、地域活動のためのパソコン
講座の開催

Ｓ Ａ

4
担い手づくり（団
体、人材育成）に
努めます

②
人材コーディネー
ト機能の強化

3
コーディネーター
養成講座の実施

ボランティア受け入れ講座　等
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

コミュニケーション能力に主眼を置いた公開講座の
開催

Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

①
相談窓口の充実・
協働関係機関との
連携強化

1
市民活動及び協働
の相談窓口の充実

市民とのパートナーシップを前提とし
た分かりやすい説明と対応

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ボランティアやNPO活動に関する相談対応、中間支団
体等との連携

Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

①
相談窓口の充実・
協働関係機関との
連携強化

1
市民活動及び協働
の相談窓口の充実

市民に開かれた行政窓口としての意識
啓発、ＰＲ

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

イベント等で市民活動・ボランティアサポートセン
ターのPR、研修等への職員の派遣

Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

①
相談窓口の充実・
協働関係機関との
連携強化

1
市民活動及び協働
の相談窓口の充実

市民とのパートナーシップを前提とし
た分かりやすい説明と対応

市民活動推進課 提案型協働事業の相談対応 Ａ Ｂ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

①
相談窓口の充実・
協働関係機関との
連携強化

2
国・県等主催事業
への参加、情報収
集・提供

交流行事、ネットワーク会議　等
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ひょうご中間支援団体ネットワーク会議、災害救援
ボランティア活動支援関係団体連絡会議への参加

Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

①
相談窓口の充実・
協働関係機関との
連携強化

3

社会福祉協議会等
既存団体との連
携・協力した支援
等の提供

災害ボランティアに関する取り組み
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

災害ボランティア養成講座への参加、災害ボラン
ティアセンター設置運営訓練の実施

Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

①
相談窓口の充実・
協働関係機関との
連携強化

3

社会福祉協議会等
既存団体との連
携・協力した支援
等の提供

福祉ボランティア等の育成・支援に関
する取り組み

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

社会福祉協議会が実施する福祉ボランティア育成事
業のPR

Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

①
相談窓口の充実・
協働関係機関との
連携強化

3

社会福祉協議会等
既存団体との連
携・協力した支援
等の提供

災害ボランティアに関する取り組み 市民活動推進課 災害ボランティアセンターの設置準備 Ａ Ａ

参考資料　-10



参考資料

第4次計画 項目別所管課評価一覧

指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
指針番号
（中項
目）

項目名（中項目）
指針番号
（小項
目）

項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3
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R4

自己評価

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

①
相談窓口の充実・
協働関係機関との
連携強化

3

社会福祉協議会等
既存団体との連
携・協力した支援
等の提供

福祉ボランティア等の育成・支援に関
する取り組み

地域包括支援課 あんしんサポーターの養成・運用 Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

①
相談窓口の充実・
協働関係機関との
連携強化

4
各団体のニーズに
応える中間支援団
体との連携・支援

－
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

姫路市NPO法人ネットワーク会議、県内中間支援団体
ネットワーク会議への参加

Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

②
財政的支援策の検
討

1

基金等による市民
活動団体への支援
の検討・実施【変
更】

市民ﾌｧﾝﾄﾞ等の仕組みづくりやまちづ
くりｻﾎﾟｰﾄ基金導入の検討

市民活動推進課 まちづくりサポート基金導入等の財政的支援の検討 Ｂ Ｂ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

②
財政的支援策の検
討

1

基金等による市民
活動団体への支援
の検討・実施【変
更】

行政・市民・企業等の役割の研究 市民活動推進課 まちづくりサポート基金導入等の財政的支援の検討 Ｂ Ｂ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

②
財政的支援策の検
討

2
提案型協働事業制
度の充実

新規団体の育成プログラムの検討（本
掲）【新規】

市民活動推進課
提案型協働事業制度の新規団体対象事業枠の新設の
検討

Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

②
財政的支援策の検
討

2
提案型協働事業制
度の充実

幅広い市民活動団体の利用促進・ＰＲ 市民活動推進課 提案型協働事業制度の市ホームページ等でのPR Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

②
財政的支援策の検
討

2
提案型協働事業制
度の充実

事業継続を見据えたフォローアップ調
査の導入（再掲）【変更】

市民活動推進課 提案型協働事業後の担当課へのアンケート実施 Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

②
財政的支援策の検
討

2
提案型協働事業制
度の充実

民間相互の協働を促進する事業への対
応検討（本掲）

市民活動推進課 民間相互の協働を促進する事業への対応検討 Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

②
財政的支援策の検
討

3

公的団体・民間団
体の財政的支援情
報の収集・提供、
相談対応

－
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ひめじNPO・ボランティア通信別冊（助成金情報）の
発行

Ａ Ａ

5
市民活動支援機能
の充実を図ります

②
財政的支援策の検
討

3

公的団体・民間団
体の財政的支援情
報の収集・提供、
相談対応

－ 市民活動推進課 財政的支援情報の収集・提供、相談対応 Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

①
地域における協働
の推進

1
地域コミュニティ
情報の発信支援

地縁系の市民活動団体の活動情報の発
信（本掲）【変更】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

市民活動ネットひめじでの情報発信 Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

①
地域における協働
の推進

1
地域コミュニティ
情報の発信支援

地縁系の市民活動団体の活動情報の発
信（本掲）【変更】

市民活動推進課
市民活動ネットひめじ、市ホームページでの情報発
信

Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

①
地域における協働
の推進

2

地域の多様な主体
が連携・協力して
課題解決に取り組
む場づくり支援

相談機能の充実、市政出前講座の活
用、行政情報の提供

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

相談窓口の充実、市政出前講座等の講座の開催、行
政情報の提供

Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

①
地域における協働
の推進

2

地域の多様な主体
が連携・協力して
課題解決に取り組
む場づくり支援

地域課題の共有、解決手法の検討等の
ワークショップ支援

市民活動推進課 提案型協働事業、地域活動充実支援事業の実施 Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

①
地域における協働
の推進

2

地域の多様な主体
が連携・協力して
課題解決に取り組
む場づくり支援

－ 北部農林事務所 姫路市鳥獣害防止対策協議会による連携 Ａ Ａ

参考資料　-11



参考資料

第4次計画 項目別所管課評価一覧

指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
指針番号
（中項
目）

項目名（中項目）
指針番号
（小項
目）

項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3

自己評価
R4

自己評価

6
民間相互の協働を
推進します

①
地域における協働
の推進

3
地域コミュニティ
を主体とした地域
づくりの推進

地域づくりハンドブックの活用、見直
しの検討【変更】

市民活動推進課 地域づくりハンドブックの活用 Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

①
地域における協働
の推進

3
地域コミュニティ
を主体とした地域
づくりの推進

提案型協働事業の充実と効果的な活用
（再掲）

市民活動推進課 提案型協働事業の実施 Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

①
地域における協働
の推進

4
災害時の地域対応
力の向上に向けた
取り組み【新規】

－ 危機管理室
地域防災力向上研修、地区防災訓練モデル事業の実
施

Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

①
地域における協働
の推進

4
災害時の地域対応
力の向上に向けた
取り組み【新規】

－ 保健福祉政策課 災害時要援護者支援事業の実施 Ａ Ｂ

6
民間相互の協働を
推進します

②
企業・教育機関・
市民活動団体等と

の協働
1

企業・学校の支援
情報や活動情報の
収集・提供

企業、学校、市民活動団体とのﾊﾟｰﾄﾅｰ
ｼｯﾌﾟﾏｯﾁﾝｸﾞ事業の検討・実施【変更】

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

社協の企業ボランティアネットワークのPR、企業の
助成金や社会貢献活動に関する情報の収集と提供

Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

②
企業・教育機関・
市民活動団体等と

の協働
1

企業・学校の支援
情報や活動情報の
収集・提供

学校と地域との協働事例の情報収集及
び情報提供

市民活動推進課
学校と地域との協働事例の情報収集及び情報提供
（コミュニティスクール設定情報等）

Ｂ Ｂ

6
民間相互の協働を
推進します

②
企業・教育機関・
市民活動団体等と

の協働
1

企業・学校の支援
情報や活動情報の
収集・提供

企業、学校、市民活動団体とのﾊﾟｰﾄﾅｰ
ｼｯﾌﾟﾏｯﾁﾝｸﾞ事業の検討・実施【変更】

市民活動推進課
企業と市民活動団体とのパートナーシップマッチン
グ事業の検討

Ｂ Ｂ

6
民間相互の協働を
推進します

②
企業・教育機関・
市民活動団体等と

の協働
1

企業・学校の支援
情報や活動情報の
収集・提供

学校と地域との協働事例の情報収集及
び情報提供

健康教育課 スクールヘルパー制度 Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

②
企業・教育機関・
市民活動団体等と
の協働

2
連携交流会の開催
（再掲）【変更】

市民活動や協働に関する理解促進、活
動への参加・協力、支援の呼びかけ、
交流を通じた新たな協働による取り組
み育成

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

センター登録団体の交流会、「ひめじおんまつり」
の開催

Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

②
企業・教育機関・
市民活動団体等と
の協働

2
連携交流会の開催
（再掲）【変更】

市民活動や協働に関する理解促進、活
動への参加・協力、支援の呼びかけ、
交流を通じた新たな協働による取り組
み育成

男女共同参画推進
センター

あいめっせフェスティバルの開催 Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

②
企業・教育機関・
市民活動団体等と
の協働

2
連携交流会の開催
（再掲）【変更】

市民活動や協働に関する理解促進、活
動への参加・協力、支援の呼びかけ、
交流を通じた新たな協働による取り組
み育成

文化国際課（国際
交流センター）

ひめじ国際交流フェスティバルの開催 Ａ Ａ

6
民間相互の協働を
推進します

②
企業・教育機関・
市民活動団体等と
の協働

3
市民活動情報（人
材募集情報）の集
約、提供

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集情報や協働に向けたニー
ズ､シーズの情報収集､提供

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ひめじNPO・ボランティア通信の発行、市民活動ネッ
トひめじの利用PR

Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

①
市民意識の醸成と
行政職員の意識の
改革

1
職員研修の充実
（再掲）

初任者研修等の階層別研修の実施　等
（再掲）【変更】

研修厚生センター 初任者研修の実施 Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

①
市民意識の醸成と
行政職員の意識の
改革

1
職員研修の充実
（再掲）

初任者研修等の階層別研修の実施　等
（再掲）【変更】

市民活動推進課 初任者研修の実施 Ｓ Ａ

7
行政との協働を推
進します

①
市民意識の醸成と
行政職員の意識の
改革

2
協働に関する相談
体制の充実

市民及び職員からの相談対応
市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ボランティアやNPO活動に関する相談対応 Ａ Ａ
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第4次計画 項目別所管課評価一覧

指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
指針番号
（中項
目）

項目名（中項目）
指針番号
（小項
目）

項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3

自己評価
R4

自己評価

7
行政との協働を推
進します

①
市民意識の醸成と
行政職員の意識の
改革

3
協働事例集の作
成・活用【変更】

具体的な協働による取り組み手法、事
例の紹介による理解促進、情報提供

市民活動推進課 協働事例集の作成・活用 Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

①
市民意識の醸成と
行政職員の意識の
改革

4
市政出前講座の充
実（本掲）

市民との対話と共に考える姿勢・手法 市民活動推進課 市政出前講座の実施 Ｂ Ｂ

7
行政との協働を推
進します

②
協働のルールづく
り

1

協働マニュアル
「協働のルールづ
くり」の活用、見
直しの検討【変
更】

－ 市民活動推進課 協働のルールづくりの活用 Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 2
提案型協働事業の
充実と効果的な活
用（本掲）

新規団体の育成プログラムの検討（再
掲）【新規】

市民活動推進課
提案型協働事業制度の新規団体対象事業枠の新設の
検討

Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 2
提案型協働事業の
充実と効果的な活
用（本掲）

直面する課題など、より具体的な行政
からの協働テーマの提示

市民活動推進課 提案型協働事業の協働テーマの提示 Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 2
提案型協働事業の
充実と効果的な活
用（本掲）

事業内容、実績の公開 市民活動推進課 提案型協働事業の事業内容、実績の公開 Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 2
提案型協働事業の
充実と効果的な活
用（本掲）

事業継続を見据えたフォローアップ調
査の導入（本掲）【変更】

市民活動推進課 提案型協働事業後の担当課へのアンケート実施 Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 2
提案型協働事業の
充実と効果的な活
用（本掲）

民間相互の協働を促進する事業への対
応検討（再掲）

市民活動推進課 民間相互の協働を促進する事業への対応検討 Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 3

市民活動団体や企
業、学校とのパー
トナーシップ協定
等の実施【変更】

連携協定等の実施・活用PR【新規】 危機管理室 地域防災貢献事業所登録制度 Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 3

市民活動団体や企
業、学校とのパー
トナーシップ協定
等の実施【変更】

連携協定等の実施・活用PR【新規】 高等教育室 官学連携（大学との包括連携協定等） Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 3

市民活動団体や企
業、学校とのパー
トナーシップ協定
等の実施【変更】

連携協定等の実施・活用PR【新規】 地方創生室 企業等との包括連携協定 Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 3

市民活動団体や企
業、学校とのパー
トナーシップ協定
等の実施【変更】

協働契約等、協働の仕組みの情報収
集・検討【新規】

市民活動推進課
庁内での協働契約、類似事業等の情報収集・協働の
仕組みの検討

Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 3

市民活動団体や企
業、学校とのパー
トナーシップ協定
等の実施【変更】

連携協定等の実施・活用PR【新規】 総合福祉会館 地域見守りネットワーク事業の実施 Ａ Ａ
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第4次計画 項目別所管課評価一覧

指針番号
（大項
目）

項目名（大項目）
指針番号
（中項
目）

項目名（中項目）
指針番号
（小項
目）

項目名（小項目） 施策内容 所管課 主な該当事業等
R3

自己評価
R4

自己評価

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 3

市民活動団体や企
業、学校とのパー
トナーシップ協定
等の実施【変更】

連携協定等の実施・活用PR【新規】 リサイクル課
NPO法人フードバンクはりまとの連携（フードバンク
活動支援）

Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 4
市民の政策決定過
程への参画手法の
充実【変更】

会議等の公開、公募委員、タウンミー
ティング等の参画手法の充実・活用Ｐ
Ｒ【新規】

企画政策室 タウンミーティングの実施 Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 4
市民の政策決定過
程への参画手法の
充実【変更】

会議等の公開、公募委員、タウンミー
ティング等の参画手法の充実・活用Ｐ
Ｒ【新規】

地方創生室 ひめじ創生SDGｓカフェの実施 Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 4
市民の政策決定過
程への参画手法の
充実【変更】

ＩＣＴを活用した参画手法の検討【新
規】

市民活動推進課
市政モニターの姫路公式アプリ「ひめじプラス」の
利用

Ａ Ｓ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 4
市民の政策決定過
程への参画手法の
充実【変更】

会議等の公開、公募委員、タウンミー
ティング等の参画手法の充実・活用Ｐ
Ｒ【新規】

市民活動推進課
ふれあいメール、アイデアポスト、市政モニターの
実施

Ｓ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 4
市民の政策決定過
程への参画手法の
充実【変更】

会議等の公開、公募委員、タウンミー
ティング等の参画手法の充実・活用Ｐ
Ｒ【新規】

市民活動推進課 委員公募附属機関、パブコメの実施 Ａ Ｂ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 4
市民の政策決定過
程への参画手法の
充実【変更】

会議等の公開、公募委員、タウンミー
ティング等の参画手法の充実・活用Ｐ
Ｒ【新規】

市民総合相談室 会議等の公開 Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 5
協働機会創出のた
めの行政情報の分
かりやすい提供

市民活動関連サイトへの行政情報の掲
載

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

行政情報を市民活動ネットひめじ、ひめじNPO・ボラ
ンティア通信への行政情報の掲載

Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 5
協働機会創出のた
めの行政情報の分
かりやすい提供

協働実態調査を通じた情報提供方法等
の見直し

市民活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

情報提供方法等の見直し Ａ Ａ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 5
協働機会創出のた
めの行政情報の分
かりやすい提供

市政出前講座の充実（再掲） 市民活動推進課 市政出前講座の実施 Ｂ Ｂ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 6

持続可能な地域活
動に向けた取り組
み支援（再掲）
【新規】

－ 地方創生室 がんばる地域応援事業の実施 Ａ Ｂ

7
行政との協働を推
進します

② 協働機会の創出 6

持続可能な地域活
動に向けた取り組
み支援（再掲）
【新規】

－ 市民活動推進課 地域活動充実支援事業の実施 Ａ Ａ
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